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健康危機における都道府県内の自治体・関係部局・関係機関との連携構築のための研究 

研究代表者 名越 究  島根大学医学部 

研究要旨 
研究の目的：災害等の健康危機管理事案が発生した際、中央官庁、都道府県、市町
村の各レベルで必要な対策が矢継ぎ早に企画・立案される。それを迅速かつ的確に
実施するため、保健所や医療機関等を含めた関係者間の緊密かつ円滑な連携が求め
られる。自治体における健康危機管理に対する平時の備えに活用するため、新型コ
ロナウイルス感染症における関係部局・関係機関との連携構築について、都道府県
本庁、保健所設置市本庁及び保健所、県型保健所それぞれで実施された内容を包括
的に収集する。組織改編、外部リソースの活用、労務管理などいわゆる総務部門の
支援の重要性の観点も加え、ヒアリング調査及びアンケート調査を行った。

研究結果の概要：関係機関との連携の現場となる保健所で業務が過多になると実施
すべき事業が停滞してしまうことについて、今回の調査では、保健所を管轄する都
道府県、保健所設置市及び特別区のそれぞれの保健所支援の実態について比較する
ことが出来た。過去の健康危機管理事案で、関係部局がどのように関わってきたか
ということは、これまでの事例の検証から明らかになっていることを踏まえ、各自
治体の平時の危機管理としては、各種の事案を想定した、保健所に対する支援も念
頭に置いた訓練を繰り返し行うことが重要なのではないかと考える。そのために
は、特に日頃からの衛生部門、総務部門、政策調整部門の相互の意識の共有が欠か
せない。総合防災訓練における衛生部局の関与、感染症対策訓練（海外発生期ある
いは国内蔓延期）における総務部局や総合調整部局の参画などの機会を持つことが
望まれる。 

研究の実施経過：（5～6 月）数名の健康危機管理担当者等に対する新型コロナウイル
ス感染症対応時の基礎的情報と調査対象候補の聞き取り調査。（7～8 月）全国の複数
の自治体に対して新型コロナウイルス感染症対応時の連携の実態についての詳細な
聞き取り調査。（10～11月）健康危機管理時の連携のあり方について検討（日本公衆
衛生学会シンポジウム）。（11～3月）初期の聞き取り調査を踏まえた、全国アンケー
ト（全ての都道府県、保健所設置自治体、県型保健所を対象）を実施。一年間で6回
（うち 4 回はオンライン）の班会議を開催した。
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A． 研究目的 
災害等の健康危機管理事案が発生した

際、中央官庁、都道府県、市町村の各レ
ベルで必要な対策が矢継ぎ早に企画・立
案される。それを迅速かつ的確に実施す
るため、保健所や医療機関等を含めた関
係者間の緊密かつ円滑な連携が求められ
る。 
新型コロナウイルス感染症への対応に

おいては、感染症法、新型インフルエン
ザ特措法等に基づき、検査体制の整備、
発熱外来等受診体制の整備、大規模な積
極的疫学調査、感染症対応が可能な医療
機関への広域的な入院調整、宿泊療養・
在宅療養への対応などの対策が行われて
きた。加えて、住民の生活と健康を守る
ために、教育、労働、交通、産業など過
去類を見ない多数の関係者が参加した対
策が広範かつ同時に展開され、公衆衛生
領域との調和と協調を図りながら推進さ
れてきた。 
これまで、「地域における健康危機管

理について～地域健康危機管理ガイドラ
イン～（平成 13 年 3 月）」や「地域保健
対策の推進に関する基本的な指針（令和
4 年 2 月改訂）」において、都道府県と保
健所を設置する市あるいは特別区、一般

の市町村、医師会、医療機関、福祉関係
団体等、健康危機管理時に多様な団体が
関係することは知られてきた。しかしな
がら、実際の連携の場では、「健康危機
に対応する事業を調整する際に設置する
組織とはどのようなものか」、「連携にあ
たって事前、事案発生後にまず決めてお
くべきことは何か」、「長期的な連携のた
めに必要なものは何か」といった、円滑
な連携のために実際に必要なノウハウが
共有されていない。  
本研究では、コロナ禍の中、全国で実

際に展開された公衆衛生関連の施策を中
心に、国、地方自治体（都道府県、市町
村、特別区）間、あるいは同一組織内の
関係部局（危機管理部局と衛生部局）・
出先機関（保健所、保健センター）、医
師会、医療機関等、関係者間でとられた
意思疎通・連携の実態調査を行い、上述
のような現場で求められるノウハウの抽
出を行う。さらに、今後発生が懸念され
る様々な健康危機管理事案の種別毎にシ
ミュレーションを行い、共通の留意点や
事案ごとの相違点等を整理する。これら
の成果により、自治体の健康危機管理担
当者向けに、保健所による「健康危機対
処計画」の策定や、感染症法に基づき都
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道府県が設置し、都道府県・保健所設置
市・特別区やその他の関係機関で構成さ
れる「都道府県連携協議会」の運営に寄
与する資料及び研修に用いる教材を提供
するなど、多様な健康危機管理事案にお
ける組織間連携への備えに寄与すること
を目標とする。 
研究 1 では、①新型コロナウイルス感

染症への対応において感染症法及び新型
インフルエンザ特措法に基づいて実施さ
れた事業のうち、集中的に調査すべき案
件を選定する。②インタビュー調査にお
ける質問項目を整理し、「インタビュー
ガイド」を作成した。 
研究 2 では、今後「都道府県連携協議

会」の構成員となり「予防計画」を策定
しなければならない自治体（都道府県、
保健所設置市及び特別区）と「健康危機
対処計画」を策定しなければならない保
健所に対して、研究４．全国アンケート
調査を行うための質問票を作成した。 
研究 3-1 では、感染症も含めた複合災

害で展開される対策での連係について、
共通の留意点や事案ごとの相違点等を整
理した。 
研究 3-2 では、新型コロナウイルス感

染症への対応を経て、健康危機に関する
自治体での連携構築のあり方を、マルチ
ハザードに応用できるかを健康危機管理
の専門家と議論・検討した。 
研究 4 では、新型コロナウイルス感染

症における関係部局・関係機関との連携
構築について、都道府県本庁、保健所設
置市本庁及び保健所、都道府県型保健所
それぞれで実施された内容を包括的に収
集した。その際、新たな平時の対策に活
かすため、組織改編、外部リソースの活
用、労務管理などいわゆる総務部門の支
援の重要性の観点も加え、アンケート調
査を行った。 
  

B．研究方法 
（研究 1） 
①都道府県、指定都市、中核市、保健

所政令市、特別区、その他の基礎自治体
の健康危機管理担当者との接触があった
研究分担者による、情報収集を行い、得
られた情報をもとに調査対象となる事業
を検討した（フォーカスグループインタ
ビューⅠ）。 
②選抜された調査対象事業について、

根拠法令や通知から連携の課題について
整理し、研究 2で実施するインタビュー
調査における質問項目を整理した（イン
タビューガイド作成） 
（研究 2） 
調査対象として都道府県、指定都市、

中核市、保健所政令市、特別区から数か
所を選定し、新型コロナウイルス感染症
への対応について現地で詳細なインタビ
ューを行った。医療体制の確保に重要な
役割を果たした県医師会に対してもイン
タビューを追加した。インタビューに
は、研究 1.で作成したインタビューガイ
ドを 用いた。具体的には、①病床確保、
入院調整（医療提供体制）、②宿泊・在
宅療養生活支援、③要員確保（保健所体
制）を軸に、当時の振り返りと今後の取
り組みについて尋ねた。インタビュー結
果はアンケート調査の質問票の作成に活
用した。 
（研究 3-1） 
災害・健康危機管理における自治体の

連携体制の現状を、主に構造（ストラク
チャー）の側面から概観し、マルチハザ
ードによる緊急事態が発生した場合の制
度上の課題について検討した。 
（研究 3-2） 
 第８２回日本公衆衛生学会総会におい
て、「健康危機に備えた自治体での連携
体制の構築について～感染症を起点にマ
ルチハザードへ～」と題したシンポジウ
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ムを開催した。 
（研究 4） 
調査対象として①都道府県、②保健所

設置市（指定都市、中核市、保健所政令
市）及び特別区、③都道府県型保健所を
設定し、全国を対象に悉皆的なアンケー
ト調査を実施した。送付先は、①都道府
県 47 か所、保健所設置市及び特別区
110 か所、都道府県型保健所 352 か所で
ある。①～③それぞれ別に質問票を作成
し、依頼文と質問票を郵送した。回答は
郵送及びオンラインで収集した。 
 
倫理的配慮 
本研究は、島根大学医学研究倫理委員

会の審査・承認を得て実施した。（研究
１及び研究２：2023 年 05 月 18 日
KS20230420-1、研究 4：2023 年 11 月
20 日 KS20230821-2） 
 
C．研究結果 
（研究 1）  
 ①「事業の開始が遅れた」、「体制を整
えたがスキルが追いつかない」「体制を
整えたが需要が大きすぎて追いつかな
い」といった状況が連携上の課題と捉え
られることが多かった。健康危機管理業
務の推進に当たっては、現場の最前線で
ある保健所が連携の鍵であることが再確
認され、ヒアリング調査では、「病床確
保・入院調整」、「宿泊・在宅療養生活支
援」、「要員確保（保健所体制）」につい
て重点的に聴取することとした。② 「都
道府県」、「保健所設置市及び特別区（市
区型保健所）」、「都道府県型保健所」、
「都道府県医師会」を対象としたインタ
ビューガイドを作成した。 
（研究 2） 

2023年 7月 31日から 8月 29日にかけ
て、計 11 団体（都道府県 2、保健所設置
市及び特別区6、都道府県型保健所2、医

師会 1）を訪問し、調査を実施した。そ
れぞれの類型別に調査結果を整理し、ア
ンケート調査の質問票作成のための論点
を整理した。 
（研究 3-1） 
「連携」の概念を既存の文献等をもと

に整理し、健康危機管理における都道府
県等の連携体制の現状を、「新型コロナ
ウイルス感染症対応における事例集」
（令和 5年 6月 厚生労働省健康局健康
課）に掲載された事例をもとに分析し
た。さらに、「マルチハザード」の概念
を既存の文献等をもとに整理した。その
上で、連携構築のストラクチャーの要素
として、国の法令・制度に基づく都道府
県の災害・健康危機管理に関する主要な
会議体の概要を整理した。特に、改正感
染症法に基づいて令和５年度に整備され
た「都道府県連携協議会」の構成員につ
いて、自治体ウェブサイトから入手可能
な情報を用いて整理し、マルチハザード
を考慮した場合の連携上の課題について
考察した。 
（研究 3-2） 
シンポジストからは、（１）健康危機

管理における連携体制の構築－その意義
と課題、（２）保健所設置市・特別区の
有事の立ち位置と都道府県や関係諸機関
との連携、（３）健康危機における保健
所の調整機能、（４）新型コロナウイル
ス感染症への対応の経験を踏まえた健康
危機管理体制の構築における保健所設置
市の課題の考察、について話があった。
会場の参加者からは建設的な意見や質問
が多く出され、マルチハザードという観
点に注視し、今後いろいろな災害に対し
て住民をどう守っていくかを繰り返し検
証しながら、いろいろな対処方法を備え
ていくという必要性を見出し、それぞれ
の自治体の感染対策に寄与する機会とな
った。 

4



（研究 4） 
 2023 年 11 月 24 日から 12 月 20 日ま
でに 241件の回答があった（都道府県 34
件、保健所設置市及び特別区63件、都道
府県型保健所 144 件）。感染症対応病床、
宿泊療養施設、在宅療養体制の確保には
都道府県が大きく貢献していたが、保健
所設置市及び特別区のいくつかは自ら交
渉に当たっていた。連携を行う上で現場
の最前線である保健所への増援や労務管
理は都道府県、保健所設置市及び特別区
共に重要なポイントと考えられており、
本庁から全期間にわたって支援が行われ
ていた。保健所機能の維持・確保のため
に、本庁の総務部門の関与の重要性が指
摘された。 

D.考察
（研究 1）
都道府県が関係者間の連携構築のため

に開催する「都道府県連携協議会」で扱
われる論点７項目を念頭に情報を収集し
た結果、現場の最前線である保健所が連
携の鍵であることが再確認された。研究
２として行うヒアリング調査では、「病
床確保・入院調整」、「宿泊・在宅療養生
活支援」、「要員確保（保健所体制）」に
ついて重点的に聴取する。ヒアリング対
象は、「都道府県」、「保健所設置自治体
（保健所）」、「県型保健所」、「県医師
会」とする。 
（研究 2） 
新型コロナウイルス感染症対策を実施

していた当時の連携の実態について情報
を収集した。それぞれの機関では、地理
的・社会的な背景、内部事情など、複雑
な状況に置かれている中で、直面した
様々な課題に対して、最大限の努力を行
っていた。 
今後の新たな対策に活かすため、研究

4.では人員の配置、柔軟な外部リソース

の活用、労務管理などいわゆる総務部門
の支援の重要性の観点も加えた全国アン
ケート調査を行うこととした。
（研究 3-1）
新型コロナウイルス感染症対応におい

ても様々な連携の取り組みが報告されて
いたが、連携を構成する関係者が相互に
認識し、共通の目的・目標のもとで協働
する狭義の連携が構築された例は多くな
かった。都道府県では個別のハザードを
対象とした法令・計画等に基づいて会議
体が設置されているが、異なるハザード
が同時または連続して被害をもたらすマ
ルチハザード事案を明示的に想定した体
制はとられていない。個々のハザードを
想定した計画がマルチハザード事案に対
しても効果を発揮するためには、地域の
リスク評価やリソースマネジメントに関
する各会議体の議論が積極的に公開・情
報共有される必要があるだろう。一方
で、令和５年度に整備された感染症法に
基づく連携協議会では、少数ではあるが
災害医療の専門家や自治体の防災・危機
管理部門の職員が参画する事例もあり、
マルチハザード対策に向けたストラクチ
ャー上のメリットになりうると考えられ
た。
（研究 3-2）
シンポジウムでは多くの参加者が集ま

り、健康危機管理体制への関心の高さが
伺えた。参加者とシンポジストの交流を
通じて、今後の感染症予防計画や健康危
機管理へのヒントを得ることができた。
今回の新型コロナウイルス感染症事案に
おける、都道府県型保健所、中核市保健
所、政令指定都市保健所の実態を共有で
きた。感染症も含めた災害発生時は、最
前線の保健所が必要な業務を遂行できる
よう、適切な組織的サポート体制が用意
されることが重要である。業務量が多す
ぎて保健所の本来の仕事ができない事
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態を避けるため、全庁体制の速やかな確
立が求められる。そのためには、本庁の
総務部門の理解と、平時からの危機管理
部門との連携が必要である。様々な災害
（マルチハザード）に備え、対応計画の
策定に併せて、定期的な訓練実施につい
ても考慮することが重要である。
（研究 4）
関係機関との連携の現場となる保健所

で業務が過多になると実施すべき事業が
停滞してしまうことについて、今回の調
査では、保健所を管轄する都道府県と保
健所設置市及び特別区それぞれの保健所
支援の実態について比較することが出来
た。過去の健康危機管理事案で、関係部
局がどのように関わってきたかというこ
とは、これまでの事例の検証から明らか
になっていることを踏まえ、各自治体の
平時の危機管理としては、各種の事案を
想定した、保健所に対する支援も念頭に
置いた訓練を繰り返し行うことが重要な
のではないかと考える。そのためには、
特に日頃からの衛生部門、総務部門、政
策調整部門の相互の意識の共有が欠かせ
ない。総合防災訓練における衛生部局の
関与、感染症対策訓練（海外発生期ある
いは国内蔓延期）における総務部局や総
合調整部局の参画などの機会を持つこと
により、備えを確かなものにすることが
望ましい。 

E.結論
関係機関との連携の現場となる保健所

で業務が過多になると実施すべき事業が
停滞してしまうことについて、今回の調
査では、保健所を管轄する都道府県と保
健所設置市及び特別区それぞれの保健所
支援の実態について比較することが出来
た。都道府県であれ保健所設置市及び特
別区であれ、それぞれ置かれた状況も組
織構造も異なる。各自治体は予防計画、

健康危機対処計画の改定にあたり、有事
の際の組織改編を見越して、自らの組織
の特徴に対応した形に適応させていくこ
とが必要である。人員増、感染症対応人
材の育成、有事のサージキャパシティの
確保、への取組みも進められようとして
いる。また、医療計画、感染症予防計画
の見直し作業の中で既に取り組まれてい
ることではあるが、関係機関（医療機関、
消防機関等）との協定の締結やリスクが
高い福祉施設等への計画的な研修なども
平時の必要な事業として推進されつつあ
る。各自治体の平時の危機管理としては、
各種の事案を想定した、保健所に対する
支援も念頭に置いた訓練を繰り返し行う
ことが重要なのではないかと考える。そ
のためには、特に日頃からの衛生部門、
総務部門、政策調整部門の相互の意識の
共有が欠かせない。過去の健康危機管理
事案で、関係部局がどのように関わって
きたかということは、これまでの事例の
検証から明らかになっていることを踏ま
え、様々な設定で毎年実施される総合防
災訓練における衛生部局の関与、感染症
対策訓練（海外発生期あるいは国内蔓延
期）における総務部局や総合調整部局の
参画などの機会を持つことにより、今後
の備えを確かなものにしていくことが望
ましい。 

F.健康危険情報

なし

G.研究発表

・第82回日本公衆衛生学会総会（つくば
市）
・第83回日本公衆衛生学会総会（札幌市）
（申請中）
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H.知的財産権の出願・登録状況 
 
なし
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厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 
健康危機における都道府県内の自治体・関係部局・関係機関との連携構築のための研究 

令和 5 年度 分担研究報告書 

研究 1 連携に関する調査の対象選定と課題の仮説設定 

研究代表者 名越 究  島根大学医学部 

研究要旨 
【目的】①新型コロナウイルス感染症への対応において感染症法及び新型インフル
エンザ特措法に基づいて実施された事業のうち、集中的に調査すべき案件を選定す
る。②インタビュー調査における質問項目を整理し、「インタビューガイド」を作成
する。
【方法】
①都道府県、指定都市、中核市、保健所政令市、特別区、その他の基礎自治体の健
康危機管理担当者との接触があった研究分担者による、情報収集を行い、得られた
情報をもとに調査対象となる事業を検討する（フォーカスグループインタビュー
Ⅰ）。②選抜された調査対象事業について、根拠法令や通知から連携の課題について
整理し、研究 2で実施するインタビュー調査における質問項目を整理する（インタビ
ューガイド作成）
【結果】
①「事業の開始が遅れた」、「体制を整えたがスキルが追いつかない」「体制を整えた
が需要が大きすぎて追いつかない」といった状況が連携上の課題と捉えられること
が多かった。健康危機管理業務の推進に当たっては、現場の最前線である保健所が
連携の鍵であることが再確認され、ヒアリング調査では、「病床確保・入院調整」、
「宿泊・在宅療養生活支援」、「要員確保（保健所体制）」について重点的に聴取する
こととした。② 「都道府県」、「保健所設置市及び特別区（市区型保健所）」、「都道府
県型保健所」、「都道府県医師会」を対象としたインタビューガイドを作成した。
【結論】
都道府県が関係者間の連携構築のために開催する「都道府県連携協議会」で扱わ

れる論点７項目を念頭に情報を収集した結果、現場の最前線である保健所が連携の
鍵であることが再確認された。研究２として行うヒアリング調査では、「病床確保・
入院調整」、「宿泊・在宅療養生活支援」、「要員確保（保健所体制）」について重点的
に聴取する。ヒアリング対象は、「都道府県」、「保健所設置自治体（保健所）」、「県
型保健所」、「県医師会」とする。 
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研究分担者  
麻生 保子 和洋女子大学看護学部 
加藤 典子 大分県立看護科学大学 
看護学部 
片岡 穣 さいたま市保健所 
冨尾 淳 国立保健医療科学院 

健康危機管理研究部 
藤田 利枝 長崎県県央保健所 

町田 宗仁 国立保健医療科学院 
公衆衛生政策研究部 

松林 恵介 吹田市保健所 
 
研究協力者  
堀口 逸子 慶應義塾大学 
谷口 かおり 島根大学医学部

      
 
A． 研究目的 
災害等の健康危機管理事案が発生した

際、中央官庁、都道府県、市町村の各レ
ベルで必要な対策が矢継ぎ早に企画・立
案される。それを迅速かつ的確に実施す
るため、保健所や医療機関等を含めた関
係者間の緊密かつ円滑な連携が求められ
る。 
新型コロナウイルス感染症への対応に

おいては、感染症法、新型インフルエン
ザ特措法等に基づき、検査体制の整備、
発熱外来等受診体制の整備、大規模な積
極的疫学調査、感染症対応が可能な医療
機関への広域的な入院調整、宿泊療養・
在宅療養への対応などの対策が行われて
きた。加えて、住民の生活と健康を守る
ために、教育、労働、交通、産業など過
去類を見ない多数の関係者が参加した対
策が広範かつ同時に展開され、公衆衛生
領域との調和と協調を図りながら推進さ
れてきた。 
これまで、「地域における健康危機管

理について～地域健康危機管理ガイドラ
イン～（平成 13 年 3 月）」や「地域保健
対策の推進に関する基本的な指針（令和
4 年 2 月改訂）」において、都道府県と保
健所を設置する市あるいは特別区、一般
の市町村、医師会、医療機関、福祉関係
団体等、健康危機管理時に多様な団体が
関係することは知られてきた。しかしな
がら、実際の連携の場では、「健康危機
に対応する事業を調整する際に設置する

組織とはどのようなものか」、「連携にあ
たって事前、事案発生後にまず決めてお
くべきことは何か」、「長期的な連携のた
めに必要なものは何か」といった、円滑
な連携のために実際に必要なノウハウが
共有されていない。  
本研究では、コロナ禍の中、全国で実

際に展開された公衆衛生関連の施策を中
心に、国、地方自治体（都道府県、市町
村、特別区）間、あるいは同一組織内の
関係部局（危機管理部局と衛生部局）・
出先機関（保健所、保健センター）、医
師会、医療機関等、関係者間でとられた
意思疎通・連携の実態調査を行い、上述
のような現場で求められるノウハウの抽
出を行う。さらに、今後発生が懸念され
る様々な健康危機管理事案の種別毎にシ
ミュレーションを行い、共通の留意点や
事案ごとの相違点等を整理する。これら
の成果により、自治体の健康危機管理担
当者向けに、保健所による「健康危機対
処計画」の策定や、感染症法に基づき都
道府県が設置し、都道府県・保健所設置
市・特別区やその他の関係機関で構成さ
れる「都道府県連携協議会」の運営に寄
与する資料及び研修に用いる教材を提供
するなど、多様な健康危機管理事案にお
ける組織間連携への備えに寄与すること
を目標とする。 
研究 1 では、①新型コロナウイルス感

染症への対応において感染症法及び新型
インフルエンザ特措法に基づいて実施さ
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れた事業のうち、集中的に調査すべき案
件を選定する。②インタビュー調査にお
ける質問項目を整理し、「インタビュー
ガイド」を作成する。 
 
B．研究方法 
1 フォーカスグループインタビューⅠ
（名越） 
都道府県、指定都市、中核市、保健所

政令市、特別区、その他の基礎自治体と
関わりがあった分担研究者から、本研究
において各自治体等から調査を行う項目
に関する情報について、調査表（別添資
料 1）を用いて収集した。得られた情報
を基に研究班内で調査対象となる事業を
選抜する。 
2 インタビューガイドの作成(堀口) 
フォーカスグループインタビューをも

とに、健康危機管理対応の際の関係者間
の連携で発生すると思われる課題につい
て整理する。研究２で自治体等に対して
実施するインタビュー調査のための質問
票を作成する。 
 
倫理的配慮 
本研究は、島根大学医学研究倫理委員

会の審査・承認を得て実施した。（2023
年 05月 18日 KS20230420-1） 
 
C．研究結果 
1 フォーカスグループインタビューⅠ 
 7 名の調査対象者から 23 の事例が集
められた（別添資料 2）。それぞれの事例
の舞台としては、都道府県本庁 2，都道
府県型保健所 10，保健所設置市及び特別
区本庁 3，市区型保健所 4，一般市町村
1，空港検疫所 1，消防本部 2、医療機関
1 となっていた。行政内の連携に関する
事例が 16，多機関の連携に関する事例が
7 となっていた。内容としては、情報共
有、患者移送、療養生活支援、救急医

療、業務調整、医療調整、検査などであ
った。都道府県と保健所設置市及び特別
区、同一自治体内での連携について記さ
れた報告が複数見られた。 
 また、研究が開始する直前に、都道府
県連携協議会の運営規則等の基本的な考
え方について（通知 健感発 0317 第 1
号令和和 5 年 3 月 17 日）が発出され、
関係者の平時からの意思疎通、情報共
有、連携の推進を目的とした連携協議会
の論点の例としてⅰ）医療提供体制、
ⅱ）検査体制、ⅲ）宿泊 療養体制、ⅳ）
人材育成関係、ⅴ）移送体制、ⅵ）宿
泊・自宅療養者等の療養生活、ⅶ）保健
所体制が示され、検討に当たっての重要
な資料となった。 
 
2 インタビューガイドの作成 
 フォーカスグループインタビューⅠの
結果を踏まえ、研究２のインタビュー内
容としては、「病床確保、入院調整（医
療提供体制）」、「宿泊・在宅療養、生活
支援」、「要員確保（保健所体制）」、「今
後の展望」を柱とすることとした。 
 インタビュー先は、訪問できる期間や
対象が限定される事を勘案して、原則と
して都道府県本庁、保健所設置市及び特
別区（市区型保健所含む）、都道府県の
保健所の 3 類型とすることとした。さら
に、入院や外来の診療体制など医療に関
する調整が新型コロナウイルス感染症対
策において非常に重要な位置づけであっ
たことに鑑み、都道府県医師会と自治体
の関係についても調査を行うこととした。 
 
D.考察 
 研究 1では、実際に「連携が課題」と
言われた事例について、どういう事態が
問題であったのかを考察した。「事業の
開始が遅れた」、「体制を整えたがスキル
が追いつかない」「体制を整えたが需要
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が大きすぎて追いつかない」といった状
況が連携上の課題と捉えられることが多
かったことから、今回の研究事業ではそ
ういった状況を回避するためにはどう対
応するのが良かったのか、その方策を探
るための調査を行うこととした。 
 健康危機管理業務の推進に当たって
は、現場の最前線である保健所が連携の
鍵であることが再確認され、ヒアリング
調査では、「病床確保・入院調整」、「宿
泊・在宅療養生活支援」、「要員確保（保
健所体制）」について重点的に聴取する
こととした。 
 ヒアリング対象は、「都道府県」、「保健
所設置市及び特別区（市区型保健所）」、
「県型保健所」、「都道府県医師会」が適
当と考えられた。調査２で使用するため
に作成したインタビューガイド案を別添
資料 3 に示す。 
   
E.結論 
都道府県が関係者間の連携構築のため

に開催する「都道府県連携協議会」で扱
われる論点７項目を念頭に情報を収集し
た結果、現場の最前線である保健所が連
携の鍵であることが再確認された。 
研究２として行うヒアリング調査で

は、「病床確保・入院調整」、「宿泊・在
宅療養、生活支援」、「要員確保（保健所
体制）」について重点的に聴取する。 
ヒアリング対象は、「都道府県」、「保

健所設置自治体（保健所）」、「県型保健
所」、「県医師会」とする。 
 
F.引用文献 
・ 都道府県連携協議会の運営規則等の

基本的な考え方について（通知）健
感発 0317 第 1 号令和 5年 3 月 17 日 

・ 「感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律等の一部を
改正する法律」の一部 の施行につい

て（通知）健発 0327 第 11 号令和 5
年 3 月 27 日 

・ 意見のとりまとめ（新興感染症発
生・まん延時における医療）第 8次
医療計画に関する検討会 令和 5年
3 月 2０日 

 
G.研究発表 
 
 なし 
 
H.知的財産権の出願・登録状況 
 
なし 
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地域連携班 事前調査シート 

※ 身近な自治体で生じた事例（好事例、課題があった事例）を収集・分析するという趣

旨です。既に何か見聞きした事例があれば、それを記入いただくので結構です。

※ 5月 26日までに提出してください。 班員氏名（  ）  

分類  

１・２・３  

４・５・６  

７ 

それ以外  

タイトル

情報源  

事例の関係者  

①事例の概要

②当該事例において、良かったと思われた点、課題と思われた点

③当該事例はその後どのように推移したか（改善したか）

④同様の事例の将来の発生に備え、予めどのような場で、何を決めておけばよかったか

別添資料１
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担当者 舞台 分類 状況 連携 関係者① 関係者② 関係者③ 関係者④ 概要

A 政令市本庁 7 業務応援 多機関 政令市本庁 政令市保健所 県立大学 看護協会 人材供給して貰えた

A 政令市保健所 7 業務応援 行政内 政令市保健所 県 国 DMAT 指揮系統が整うまでに時間がかかった

A 政令市本庁 6 情報共有 多機関 政令市本庁 郡市医師会
訪問看護ステー

ション
介護事業所 市が用意した情報連携システムが機能した

B 市町村 8 情報共有 行政内 市町村 県型保健所 市町村に感染症情報が届きにくい

C 県型保健所 1 情報共有 多機関 県型保健所 郡市医師会 中核病院
県が用意した医療情報ネットワークが機能して、必

要なところに情報が届いた

D 空港検疫 5 患者移送 行政内 県型保健所 政令市保健所 主体別の搬送は効率が悪い

D 政令市保健所 6 療養生活支援 行政内 政令市本庁 政令市保健所
本庁が療養生活支援に協力せず保健所の業務だけ増

えた

E 消防 5 救急医療 行政内 県型保健所 消防 政令市保健所
同じ二次医療圏域に政令市が含まれると調整の主体

がおろそかになりがち

E 保健所 4 業務 行政内 保健所一般 執務スペースが不足し分断すると業務効率が落ちる

E 保健所 1 入院調整 行政内 都道府県 県型保健所 政令市保健所 入院調整の主体が途中で変更になると混乱する

E 政令市本庁 7 自治体内連携 行政内 政令市保健所 政令市本庁
保健所の切迫感が伝わらず適時適切な支援が届きに

くい

F 県型保健所 1 患者搬送 多機関 県型保健所A 県型保健所B 医療機関 消防 二次医療圏域の越境移送の好連携事例

F 県型保健所 1 情報共有 多機関 県型保健所 郡市医師会 医療機関 薬剤師会等 情報共有の場（会議）の設定が奏功した

F 県型保健所 2 検査 行政内 県型保健所 福祉施設等 行政検査の幅を広げすぎたことについての疑問

F 県型保健所 7 業務応援 行政内 県型保健所 都道府県本庁 専門外の応援職員を感染症業務に投入する是非

F 都道府県本庁 1 医療調整 多機関 都道府県本庁 県型保健所 医療機関
福祉施設等のクラスター対策を二次医療圏内の医療

機関で完結させた

F 政令市保健所 8 自治体間連携 行政内 都道府県本庁 政令市本庁 県と政令市の連携会議を常設した

F 都道府県本庁 8 自治体内連携 行政内 都道府県本庁 県型保健所
本庁総務部門が衛生部門のBCP発動に協力しなかっ

た

F 消防 5 患者搬送 行政内 県型保健所 消防 県型保健所が救急医療の搬送先調整機能を果たした

F 県型保健所 7 業務応援 行政内 県型保健所 市町村 保健所でパンクした相談機能を市町村が支援した

F 医療機関 2 検査 多機関 県型保健所 郡市医師会 医療機関
接触者検査を医療機関で実施し、保健所の負担を減

らした

F 県型保健所 1 医療調整 多機関 県型保健所 郡市医師会 医療機関
福祉施設等のクラスター対策を二次医療圏内の医療

機関で完結させた

F 県型保健所 8 その他 多機関 県型保健所 郡市医師会 医療機関
保険会社向けの証明書の発行を医療機関で発行して

もらった

別添資料２

13



インタビューガイド（案） 

令和５年度厚生労働科学研究 

「健康危機における都道府県内の自治体・関係部局・関係機関 

との連携構築のための研究」 

 

 

※ インタビュー目的は、今後、アンケート調査項目の策定に向けた基礎情報を得ることです。 

※ 保健所設置主体によっては、質問が成立しないものもあります。 

 
 

病床確保、入院調整 

（医療体制） 

宿泊・在宅療養 

生活支援 

要員確保 

（保健所体制） 

今後の展望 

都道府県本庁 ○ ○ ○ ○ 

指定都市・中
核市・特別区・
政令市型保健
所 

○ ○ ○ ○ 

県型保健所 ○ ○ ○ ○ 

都道府県医師
会 ○   ○ 

 

  

別添資料３ 
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都道府県・政令指定都市・中核市・特別区・保健所設置市インタビュー用 

（該当しない可能性がある設問が混在しています） 

 

１．病床確保、入院調整に関すること 

◆ 特に県医師会で尋ねる項目 

 

①病床確保、機能分担について 

問 コロナ感染拡大の状況に応じた増床のタイミングと方法で、効果的だったもの 

 

問 病床確保、機能分担について◆ 

「地域の大学病院、大規模病院」の役割分担とその徹底における工夫 

「医師会、病院協会など関係団体との調整」における工夫 

「私立病院」における病床確保の働きかけで有効であった方法 

「特殊ケース（周産期、精神、透析など）の入院先確保 

 

②入院先調整について 

問 発生初期（3例目、4例目）の入院先の調整はどのようにしていたか 

 

問 確保ベッドがオーバーフローしそうな時どうしていたか◆ 

・宿泊療養や在宅療養の基準の変遷 

・訪問診療・看護や酸素濃縮器等の医療資源の確保 

・入院調整本部のリーダーシップ 

 

問 入院適応者の均等化はどのようにしていたか◆ 

 

問 入院先をスムーズに決めるためにどのようにしていたか◆ 

・2次医療圏域を超える範囲の場合 

・都道府県境エリア患者の場合 

・重症度、年齢、ADLの状況の違い 

・特殊ケース（妊婦、精神、透析など） 

 

問 感染性の残る患者に対する、後方支援病院との連携はどうしていたか◆ 

 

問 患者移送についてどのような工夫をしていたか◆ 

 

問 医療機関どうしでのコンサルによる入院調整はどのようになっていたか◆ 

 

問 病床確保、入院調整で最も困ったこと、予防計画等に反映させたいことは何か◆ 
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２．宿泊・在宅療養、生活支援に関すること 

①  宿泊療養施設の運営について 

問 初めての設置時期と設置の契機 

・実施主体（県が保健所設置市域も含め一括して事業化 or 県と保健所設置市が別個に事

業化） 

 

問 都道府県庁が一括して事業化（または都道府県市が別個に事業化）することについて、

庁内・外でどのような議論があったか。 

（内）首長、財政部局、保健部局等とで意見の違いはあったか。 

（外）設置自治体、医師会等とで意見の違いはあったか。 

 

問 都道府県庁が一括して事業化（または都道府県市が別個に事業化）することのメリット、

デメリットは？ 

 

問 今後、どちらの体制が、またどのような体制が好ましいと考えるか 

 

 

②  物資配布事業（食料品、日常生活用品等） 

問 事業開始時期と開始の契機 

・事業拡充の経過（配布内容の充実、対象者の拡大、配達能力の増強等） 

・実施主体（県が保健所設置市域も含め一括して事業化、県と保健所設置市が別個に事業化、

市町村単位で別個に事業化） 

 

問 管轄地域における在庫管理や配送管理等の担当はどこか 

 

問 物資配布の役割分担の在り方についてどのような議論があったか（所内・庁内） 

（所内・庁内）首長、財政部局、保健部局とで意見の違いはあったか。 

（所外・庁外）都道府県庁であれば、保健所設置市、市町村等とで意見の違いはあったか。 

 

問 都道府県が一括して事業化（または県市が別個に事業化）した場合の、メリット、デメ

リットは？ 

 

問 今後、どちらの、どのような体制が好ましいと考えるか。 

  

問 宿泊・在宅療養、生活支援で最も困ったこと、予防計画に反映させたいことは何か 
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３．要員確保（保健所体制） 

※要員確保が好転した要因をさぐりたい。 

問 どのようなタイミングで、増員のための人員確保の調整を行ったか？ 

増員を決断できたきっかけは何か 

（緊急事態宣言、第〇波突入宣言直後、積極的疫学調査や PCR検査手配のパンク、陽性

者数が増加に転じた時、等々） 

（保健所が増員を望む時期と組織として人員を調整しやすい時期のギャップ） 

 

問 その際、だれが決定権をもっていて、どのような流れで調整したのか 

 

問 保健所に人員を派遣した自治体内部署は？ 

 

問 新規のヒューマンパワーを確保した方法と、そのうちスムーズに確保できた方法は？ 

 

問 現場での人員確保、人材業務マネジメント（ロジ、運営面）に貢献したツールは何か 

 

問 （経験を踏まえ）どうすることがよいと考えるか 

・どのような立場の人 

 

問 要員確保で最も困ったこと、予防計画や保健所の健康危機対処計画に反映させたいこ

とは何か 
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４．連携協議会、予防計画、保健所の健康危機対処計画への展望 

◆ 特に県医師会で尋ねる項目 

 

問 連携構築の改善に向けて、現在どのような取組をしているか 

・連携協議会の設置、運営に関して 

・予防計画策定ガイドラインを概観しての感想 

・健康危機対処計画（保健所編）策定ガイドラインを概観しての感想 

・自治体内他部署（予算、財政、危機管理等）との連携 

・連携協議会等に参加するにあたり医師会で準備していること◆ 

 

問 コロナ禍を経験して、特に次回に向けて備えておきたいと考えていること 
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厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 
健康危機における都道府県内の自治体・関係部局・関係機関との連携構築のための研究 

令和 5 年度 分担研究報告書 

研究２ 自治体を対象としたインタビュー調査 

研究代表者 名越 究 島根大学医学部 

研究要旨 
【目的】今後「都道府県連携協議会」の構成員となり「予防計画」を策定しなけれ
ばならない自治体（都道府県、保健所設置市及び特別区）と「健康危機対処計画」
を策定しなければならない保健所に対して、研究４．全国アンケート調査を行うた
めの質問票を作成する。 
【方法】 調査対象として都道府県、指定都市、中核市、保健所政令市、特別区から
数か所を選定し、新型コロナウイルス感染症への対応について現地で詳細なインタ
ビューを行う。医療体制の確保に重要な役割を果たした県医師会に対してもインタ
ビューを行う。インタビューには、研究 1.で作成したインタビューガイドを 用い
る。具体的には、①病床確保、入院調整（医療提供体制）、②宿泊・在宅療養生活支
援、③要員確保（保健所体制）を軸に、当時の振り返りと今後の取り組みについて
尋ねる。インタビュー結果を基にアンケート調査の質問票の作成方針をまとめる。 
【結果】2023年 7月 31日から 8月 29日にかけて、計 11団体（都道府県 2、保健所
設置市及び特別区 6、都道府県型保健所 2、医師会 1）を訪問し、調査を実施した。
それぞれの類型別に調査結果を整理し、アンケート調査の質問票作成のための論点
を整理した。 
【結論】新型コロナウイルス感染症対策を実施していた当時の連携の実態について
情報を収集した。それぞれの機関では、地理的・社会的な背景、内部事情など、複
雑な状況に置かれている中で、直面した様々な課題に対して、最大限の努力を行っ
ていた。 
 今後の新たな対策に活かすため、研究 4.では人員の配置、柔軟な外部リソースの活
用、労務管理などいわゆる総務部門の支援の重要性の観点も加えた全国アンケート
調査を行うこととした。 
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研究分担者  
麻生 保子 和洋女子大学看護学部 
加藤 典子 大分県立看護科学大学 

看護学部 
片岡 穣 さいたま市保健所 
冨尾 淳 保健医療科学院 

健康危機管理研究部 
藤田 利枝 長崎県県央保健所 

町田 宗仁 国立保健医療科学院 
公衆衛生政策研究部 

松林 恵介 吹田市保健所 
 
研究協力者  
堀口 逸子 慶應義塾大学 
谷口 かおり 島根大学医学部 
 

 
 
 
A． 研究目的 
災害等の健康危機管理事案が発生した

際、中央官庁、都道府県、市町村の各レ
ベルで必要な対策が矢継ぎ早に企画・立
案される。それを迅速かつ的確に実施す
るため、保健所や医療機関等を含めた関
係者間の緊密かつ円滑な連携が求められ
る。 
新型コロナウイルス感染症への対応に

おいては、感染症法、新型インフルエン
ザ特措法等に基づき、検査体制の整備、
発熱外来等受診体制の整備、大規模な積
極的疫学調査、感染症対応が可能な医療
機関への広域的な入院調整、宿泊療養・
在宅療養への対応などの対策が行われて
きた。加えて、住民の生活と健康を守る
ために、教育、労働、交通、産業、経済
など過去類を見ない広範な関係者が参加
した対策が同時に展開され、公衆衛生領
域との調和と協調を図りながら推進され
てきた。 
これまで、「地域における健康危機管

理について～地域健康危機管理ガイドラ
イン～（平成 13 年 3 月）」や「地域保健
対策の推進に関する基本的な指針（令和
4 年 2 月改訂）」において、都道府県と保
健所を設置する市あるいは特別区、一般
の市町村、医師会、医療機関、福祉関係
団体等、健康危機管理時に多様な団体が
関係することは知られてきた。しかしな
がら、実際の連携の場では、「健康危機

に対応する事業を調整する際に設置する
組織とはどのようなものか」、「連携にあ
たって事前、事案発生後にまず決めてお
くべきことは何か」、「長期的な連携のた
めに必要なものは何か」といった、円滑
な連携のために実際に必要なノウハウが
共有されていない。  
本研究では、コロナ禍の中、全国で実

際に展開された公衆衛生関連の施策を中
心に、国、地方自治体（都道府県、市町
村、特別区）間、あるいは同一組織内の
関係部局（危機管理部局と衛生部局）・
出先機関（保健所、保健センター）、医
師会、医療機関等、関係者間でとられた
意思疎通・連携の実態調査を行い、上述
のような現場で求められるノウハウの抽
出を行う。さらに、今後発生が懸念され
る様々な健康危機管理事案の種別毎にシ
ミュレーションを行い、共通の留意点や
事案ごとの相違点等を整理する。これら
の成果により、自治体の健康危機管理担
当者向けに、保健所による「健康危機対
処計画」の策定や、感染症法に基づき都
道府県が設置し、都道府県・保健所設置
市・特別区やその他の関係機関で構成さ
れる「都道府県連携協議会」の運営に寄
与する資料及び研修に用いる教材を提供
するなど、多様な健康危機管理事案にお
ける組織間連携への備えに寄与すること
を目標とする。 
研究 2 では、今後「都道府県連携協議
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会」の構成員となり「予防計画」を策定
しなければならない自治体（都道府県、
保健所設置市及び特別区）と「健康危機
対処計画」を策定しなければならない保
健所に対して、研究４．全国アンケート
調査を行うための質問票を作成する。 

B．研究方法 

調査対象として都道府県、指定都市、
中核市、保健所政令市、特別区から数か
所を選定し、新型コロナウイルス感染症
への対応について現地で詳細なインタビ
ューを行う。医療体制の確保に重要な役
割を果たした県医師会に対してもインタ
ビューを行う。インタビューには、研究
1.で作成したインタビューガイド（別添
資料）を 用いる。具体的には、①病床確
保、入院調整（医療提供体制）、②宿
泊・在宅療養生活支援、③要員確保（保
健所体制）を軸に、当時の振り返りと今
後の取り組みについて尋ねる。インタビ
ュー結果を基にアンケート調査の質問票
作成のための方針を整理する。

倫理的配慮 
本研究は、島根大学医学研究倫理委員

会の審査・承認を得て実施した。（2023
年 05月 18日 KS20230420-1） 

C．研究結果 
 2023年 7月 31日から 8月 29日にかけ
て、計 11団体（都道府県本庁 2、保健所
設置市及び特別区6、都道府県型保健所2、
医師会 1）を訪問し、調査を実施した。 

以下、類型別に整理する。 
【都道府県本庁】 
１）医療提供体制確保について
地理的条件が異なる 2 自治体の連携構

築体制は異なる状況を示した。 
A 自治体（以下、「（A）」とする）は都道
府県立医大の病床管理情報システムを導
入し DMAT とともに医育機関等、教育
機関と連携を取った。B 自治体（以下、
「（B）」とする）は、病床数を感染症法
に基づく指定医療機関から順次増床し、
4 段階（フェーズ）にわけて増減した。
入院調整は保健所が実施したが、広域調
整や高次医療機関への調整は、都道府県
庁で実施した（B）。自治体病床確保の範
囲は二次医療圏内のみ（B）、医療圏を超
えた広域搬送（A）に分かれた。 
特殊ケース（周産期、精神、透析など）

の入院先確保について、当初は COVID-
19 ウイルス検査陽性の妊婦を受け入れる
医療機関は限られていたが、そのような
妊婦の診療・分娩に対応し、大学の専門
医等のアドバイスを受けながら入院調整
を行ない、徐々に一般の産科医療機関で
の感染妊婦対応が可能となった（A）。高
齢者施設や在宅の精神疾患感染高齢者は
広域調整となったが、精神科医療機関に
よっては、大規模クラスター経験後に重
点医療機関の指定を受け、精神疾患に対
応可能な重点医療機関として新型コロナ
ウイルス感染症患者の受け入れを行った
ところもあった(A)。透析患者に関して
は、集約せずかかりつけ医で対応する自
治体（B）と初期から地域の中核医療機
関が対応した自治体(A)があった。

２）入院先調整について
入院先調整や患者移送についても地域に
より異なる様相を呈していた事が明らか
となった。具体的には、都道府県調整本

21



部が、大学病院（呼吸器内科）に入院調
整のコーディネート業務等を委託した自
治体と、広域調整の 95％以上を県庁担当
者が 1 人で対応せざる負えない状況の自
治体もあった。また、重症者搬送に関し
ては、消防の協力が得られ、軽症者は民
間救急を委託契約ができた自治体がある
一方、救急車が患者搬送に対応しなかっ
た地域もあり、保健所の車両に感染症防
護用の養生を施して使用していた事も明
らかとなった。患者搬送については、各
地の消防で対応に差があり、搬送前の養
生や搬送後の消毒作業を昼夜なく保健所
職員が対応せざるを得ず、民間救急車へ
の搬送委託会社は都市部にあることから
地域での車両確保が難航した事が語られ
た。緊急度が高い場合の空路や、自衛隊
や海上保安庁、都道府県水産部の漁業監
視船などによる海路による緊急搬送を行
った実績もあった。 
 
３）宿泊療養支援について 
 （A）では入院後の回復期患者の隔離
施設として開始し、軽症者を自宅から宿
泊療養施設に直接受け入れる「直入れ」
へ拡大させた。スタッフは医大による入
所者支援チームの協力を得、宿泊療養
（臨時医療機関届済み）内で点滴や酸素
投与なども実施し、第４波以降は、入院
待機ステーションとして夜間救急搬送件
数抑制を担った。 
（B）では、完全委託までは入所時説

明や現場責任者は全庁体制で都道府県職
員が担い、宿泊療養内での医療行為や、
高齢者を一人で受け入れる際の介護面で
の課題から対象者が限定された事が示唆
された。在宅療養者へは療養支援センタ
ーを指定都市と共同で開設し、看護師が
常駐した。 
 
４）自宅療養者の生活支援について 

 物資の配布は、家庭環境上やむを得な
い事由での自宅待機者が対象とされてい
た。 
 配布量や内容に関し、都道府県間の差
異が SNS上で話題となり、自宅療養者か
らのハードクレームや物資配布の調整や
療養証明書の発行業務は、保健所にとっ
て負担となっていた事が示唆された。 
 
５）要員確保について 
保健所の要員確保の迅速な意思決定の

ためには、庁内危機対策センターに知事
や総務部の管理職が感染急拡大時に毎日
入る事や、庁内外の調整には総務部職員
が対策本部要員として常駐する事が有効
である事が示唆された。 
（B）では、保健所の要員確保のため

都道府県職員が応援する体制を整備した。
その後は、人材派遣会社と契約し、派遣
業務を委託した。 
要員確保が成功した背景に全庁体制を

取った事、これまでの被災経験が都道府
県（保健所を含む）と市町村との連携に
有効であった事が語られた。 
 
一方、保健所の組織・要員確保におけ

る課題として、感染状況により応援者へ
の業務の振り分けが難しく、ワークスペ
ース、受援のタイミングの調整の必要性
が挙げられた。 
予防計画に反映させたい事項として、

平時から感染症対策に当たる専門職に加
えて、事務職との協働体制をつくる事や、
本庁地域支援チームや都道府県外からの
DMAT 支援の必要性も挙げられた。加
えて今回の対応では、保健所と本庁、地
域の医療機関、高齢者施設等をWeb会議
で繋ぎ、地域資源に合わせたコロナ対応
フォーマットを創り上げた事が有効だっ
たと説明があった。 
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６）都道府県連携協議会、予防計画、保
健所の健康危機対処計画について
都道府県連携協議会には、行政と教育

機関、地域の医療機関、経済界等が参画
し、都道府県の健康危機管理を担う課が
運営を担当する予定である事、予防計画
の策定に関しては、感染症拡大も災害と
同様に早期から事務職の関与と専門職の
横連携の重要性が語られた。 
コロナ禍を経験し、地方衛生研究所の

キャパシティーに限界があることから、
行政検査を委託できる仕組みが必要であ
る事、都道府県庁、保健所設置市、教育
機関とのデータによる可視化システムを
活用した連携を進める必要がある事が示
唆された。また、都道府県のシステム
と国のシステムの２重入力問題の解消
についての期待も挙げられた。

【保健所設置市及び特別区】 
１）医療体制確保について
入院病床確保をはじめとした新型コロ

ナの医療提供体制の確保は、通常の医療
提供体制と同様、医療圏を念頭に置きな
がら都道府県が主体となって行うことが
基本とされているものの、保健所設置市
区においても独自の取組みを講じていた
事例について把握することができた。
入院調整については、都道府県庁所在

地を中心とした保健所設置市区は、他の
地域に比べて比較的高次の医療機能を有
する医療機関が存在しており、空床があ
る限りにおいては医療アクセスも良く、
有利な立地である。その一方で、特に新
型コロナの流行化において、各波のピー
クで受入病床が満床に近づいた段階では、
重症例を中心に都道府県内で広域的な入
院調整が行われるために、保健所設置市
区外から市区内への流入も増加すること
になる。そのため、軽症例を中心に、保
健所設置市区外隣接医療圏への流出を余

儀なくされる事例も多かった。 
 新型コロナの入院調整は、基本的には
都道府県単位での広域調整が主体であり、
この方法は少ない医療資源を効果的に活
用するための唯一の方法であったと思わ
れる。一方で、「都道府県頼りでは主体
性がない、政令市区独自で住民の医療を
確保すべき」、という議会や住民等から
の指摘を受けるなどの苦労の声もあった。 
自治体が医療機能確保に取り組む場合、

庁外の医療関係者との調整が必要となる
が、本庁機能と保健所機能の峻別が明確
な都道府県型保健所と対照的に、保健所
設置市区では、保健所の担当課と本庁の
担当課が組織上同格で、保健所の担当課
が平時から政策機能を有している場合も
少なくない。この場合、今般の新型コロ
ナ対応のような健康危機管理対応に際し、
感染者対応業務で多忙な中、外部の関係
者との調整業務を同時並行うことが求め
られるなど、業務が煩雑となる。
 一部の保健所設置市区では、保健所以
外の庁内組織が医療体制整備の専門チー
ムを設置した好事例があった。このよう
な組織を保健所外で設置することで、保
健所には感染者対応に専念させることが
可能となるなど、効率的な運用ができて
いたものと思われる。

２）宿泊療養について
宿泊療養施設についても都道府県が運

営の主体となりながらも、入所候補者の
選定や順位付けは各保健所が行うなど、
県型保健所でも市区型保健所でも同様の
状況であった。宿泊療養施設については、
必ずしも都道府県庁所在地等の中心地に
限定されるものではないこともあり、政
令市区特有の明確な業務負荷は確認でき
なかった。 
 入所中の健康観察については、宿泊療
養施設の医療従事者が行うことが一般的
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であったが、体調不良時の入院調整につ
いては、宿泊療養施設で一括して実施す
る場合や、入所者の住所地を所管する保
健所で実施する場合など、都道府県によ
ってバリエーションはあった。しかし、
いずれにしても、呼吸器症状の発現など
入院が必要となった場合には、宿泊療養
施設近傍の医療機関に搬送せざるを得ず、
所在地を所管する消防本部に救急搬送の
業務負荷がかかる事例もあったとの意見
も聞かれた。 
 医療提供体制の確保と同様、宿泊療養
施設についても保健所設置市区での独自
の取組みを住民や議会から求められ、対
応に苦慮した事例があったとの声もあっ
た。 
 
３）自宅療養者の生活支援について 
 生活支援については、食料品の配布を
基本としながらも、衛生資器材や日用品
等を併せて配布するなど、自治体ごとの
独自色が表れていた。その一方で、支援
品の量、頻度、内容等については、マス
メディアや SNS等により、都道府県内他
市区、他の政令市、中核市と比較される
傾向にあり、消耗戦の様相を呈していた
自治体もあり、担当者の労苦が忍ばれた。 
 また、配送事業者についても、感染流
行開始当初は確保が困難であり、自治体
ごとに導入の時期が決定する大きな要因
であったと思われた。 
 各自治体には地域の実情に応じた判断
が求められる一方、配布物品についての
基準や、大手配送事業者への説明や調整
など、共通して使えるノウハウが明らか
にされていれば、現場での円滑な自宅療
養者支援につながった可能性も示唆され
た。 
 
４）要員確保について 
 流行当初は所内動員から開始し、さら

に人員が必要となった場面で部局内動員、
次いで全庁動員という流れを基本としな
がら、それと並行して人材派遣等による
外部人材（看護職、事務職）の導入を進
めていく傾向にあった。外部人材の導入
の時期については、それぞれの自治体に
より違いがあった。 
 全庁的な応援動員については、保健所
設置市区により協力体制に大きなばらつ
きがあり、この要因としては、首長のリ
ーダーシップの違い、保健所の業務負荷
についての情報が首長や総務人事部門に
伝わっているか等の違いがあるのではと
の意見もあった。全体を通して俯瞰する
と、そもそも各自治体が、多忙な部局に
応援人員を供出することをよしとするか
どうかという「風土」があるかが、大き
な要因ではないかと思われた。 
 人材派遣の導入については、保健所設
置市区が、大規模な派遣労働者を確保可
能な大手事業者の営業圏域に含まれてい
るかにより、導入の時期や規模に影響し
たものと思われた。 
 IHEAT については、初の試みであっ
たことから評価が難しいとされた。 
 
５）都道府県連携協議会、予防計画、保
健所の健康危機対処計画について 
 令和 6 年 1 月現在、パブリックコメン
トや議会報告など、自治体ごとに取りま
とめの最終段階となっている。年度末ま
でには各都道府県・保健所設置市区にお
いて全容が公表されることになる。 
 政令市区においては、比較的早期に策
定に取り組んだ自治体もあった半面、最
終的に、都道府県の計画との最終調整の
中で自らの検討成果が最大限活かされる
か不透明という指摘もあった。 
 
【都道府県型保健所】 
１）医療体制確保について 
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入院医療機関の確保は都道府県庁で行
われるも、コロナ診療の起点となる診
療・検査医療機関や地域PCR検査センタ
ーについては、その確保および開設が保
健所（医療圏単位）で行われており、災
害医療体制協議会等も活用されていた。 
都道府県型保健所には圏域内の医療資

源が少ない地域もあるが、郡市医師会等
と連携して体制が整えられており、平時
からの関係性の大切さを示唆するもので
あった。 
ワクチン接種や治療薬の供給が進むに従
い診療・検査医療機関数は増えるも、特
殊疾病や外傷などコロナ以外の診療が必
要な陽性者の受診先は圏域外との調整を
必要としていた。都道府県内で一括した
受診調整ルールがあっても、陽性者数の
急増に伴いルールどおりに調整できなか
ったとの声も聞かれた。調整ルール変更
時や変則的対応時には保健所が医療機関
との交渉を担っていたが、感染拡大によ
り保健所の業務が増大する中での対応が
求められていた。 
患者搬送については、民間の患者等搬

送事業者が活用された保健所もあったが、
事業者がないところでは消防本部と協定
締結し搬送を依頼していた。しかし、消
防からの協力が得られにくい地域や、搬
送後の救急車の消毒を保健所職員が実施
した地域もあったことから、消防本部と
の合同訓練などを通じた連携強化の必要
性が示唆された。近年は専属の運転士が
いない保健所も多く、患者移送が保健所
（都道府県）の業務となっていることと
の整合性が取れていない実態がある。広
域搬送の必要性も考慮し、都道府県が主
体となって事業者団体等との協議を進め
ることが望まれる。 
 
２）入院先調整について 
入院先の調整は都道府県で一括して行

われた自治体もあるが、今回の調査先で
は保健所による二次医療圏域内での調整
が原則となっていた。圏域毎に医療資源
の状況が異なるため、入院先調整の難易
度にも差が生じており、保健所によって
は大きな負担を強いられていた。 
 管轄区域が政令指定都市と隣接する保
健所では、ベッドタウンであるため人口
は多いが医療圏域内に大規模病院や公的
病院はなく、平時にも救急医療および入
院医療は指定都市内の病院で対応される
ことが多い。コロナ対応においては人口
に相対する指定病床数を医療圏内で確保
できないため、入院先調整が困難となり
保健所長が個人的なネットワークを活用
して直接医療機関に連絡し調整したケー
スもあった。都道府県庁所在地や指定都
市・中核市から離れた医療圏域では、公
的病院が中心的な役割を果たしており、
郡市医師会との協力体制や後方支援病院
との連携もとられていた。 
ひとつの自治体では、都道府県の独自

施策として特定の医療機関で入院の必要
性の有無を判断する「振り分け診察」が
行われていた。しかし対象者数の増加に
より対応医療機関の負荷が大きくなり、
診断医もしくは保健所がトリアージを行
う方式に変更されたため、保健所の業務
増につながっていた。 
入院待機となり自宅や高齢者施設での

療養を継続する患者に対しては、医師会
が訪問診療体制や療養支援センターを整
え対応したところがあった。一方で、医
療機関の協力が得られず保健所長や保健
師が自宅や施設を訪問し診察等を行った
ところもあった。コロナ診療は全ての医
療機関が同じ位置からスタートしたが、
3 年間で対応力に大きな差が生じていた。 
また、都道府県型保健所の管内では開

業医の高齢化が進み新規開業が見込めな
い地域も少なくないことから、次なる健
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康危機に向けて入院医療を含めた医療提
供体制の構築には、保健所（二次医療圏）
単位を超えた連携も必要と思われる。 

３）宿泊療養について
宿泊療養施設の契約は都道府県が一括

で、あるいは振興局が管内施設の契約事
務を行っていた。開設当初は施設数も少
なく県職員が運営していたが、長期化し
施設数が増えるに従って次第に運営が外
部に委託されていた。 
 施設入所のルールは都道府県内で一元
化されていたが、宿泊療養施設入所対象
者に対しての説明や名簿の整理、施設運
営委託先からの相談や苦情対応を保健所
が担っているところもあった。また、宿
泊療養施設と同時に自宅から同施設への
搬送手段の確保が必要となるが、搬送に
ついては保健所で引き続き対応する業務
とされたところもあった。 
 診断されてから宿泊療養施設に入所す
るまでの一連の流れが把握されない、あ
るいは把握されてもその詳細が理解され
ない状況で一部分の業務のみが外部委託
となった結果と思われた。時間に追われ
る中での外部委託化であったためやむを
えない理由もあると推察されるが、保健
所以外の部署が業務委託事務を行う場合
には、事前に一定期間リエゾン職員を置
き業務内容を把握・分類するなどの工夫
が必要と思われた。 

４）自宅療養者の生活支援について
自宅療養者の生活支援は、保健所で最

後まで対応したところと、対象者が少な
い時期には保健所で対応し要支援者数の
増加に伴い県が一括で対応したところと
があった。県一括で対応したところでは
県内の保健所設置市との調整がつかずに
当該市を除いた住民を対象に行われたと
ころがあった。 

今回のインタビュー内では、都道府県
型保健所や都道府県から管内市町村に生
活支援業務を委託（依頼）したところは
なかった。その背景には、市町村では複
数回にわたったワクチン業務もあり更な
る業務増に対応できなかったことと、感
染者情報の市町村への提供が個人情報保
護の観点から懸念されたことがある。行
動制限に伴って生じる様々な日常生活や
社会生活の問題については、平時から住
民サービスを提供している市町村と連携
して解決する必要があり、情報共有のあ
り方について今後検討が必要である。 

５）要員確保について
第５波以前は県内でも感染拡大の状況

に差があり、大規模あるいは感染拡大し
ている保健所に対して他の都道府県型保
健所からの支援が行われていた。保健所
間の支援ができない状況になった後には、
振興局の中に位置づけられる保健所では
局内他部署から、また都道府県庁からの
応援職員の配置も行われていた。外部か
らの応援者としては管内市町村職員や都
道府県職員 OG、都道府県内看護系大学
教員などがあげられた。応援職員（者）
の配置は短期（1 日）から比較的長期
（数週間）まで様々であったが、短期間
での入れ替わりにおいては引き継ぎやオ
リエンテーションの負担の大きさが問題
点として示された。
 会計年度職員の雇用にかかる事務手続
きを全て保健所で行ったため就業までに
時間と労力を要した保健所がある一方、
県庁で人材派遣会社と契約を行い都道府
県内の保健所へニーズに応じた人員配置
をしたところもあった。IHEAT は、登
録している人材が都道府県庁所在地など
の都心部に偏在している事もあり、地理
的要件から都道府県型保健所では
IHEAT の活用が十分になされたとは言
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い難い状況もあった。しかし、My HER-
SYSを始めとした様々な業務の IT化によ
って保健所以外の場所での業務支援を行
うことが可能となり、人員確保や外部委
託化が行いやすくなったことは地方の支
援体制強化につながったと考えられる。 
 
６）健康危機対処計画について 
 インタビューの時点では、健康危機対
処計画感染症編について具体的な記載内
容を決めている保健所はなく、都道府県
庁が策定する感染症予防計画の完成を待
ち同計画との整合性を図る方針となって
いた。第一種・第二種協定指定医療機関
については、指定にかかる業務等に保健
所の関りはないものの、コロナ対応の中
で保健所が最も苦慮した健康観察業務に
ついて、その具体的な方法や内容を、保
健所も参加する都道府県連携協議会を活
用し地域の実状に応じた形にすることが
求められる。 
 
【医師会】 
１） 医療体制確保について 
 以下のような情報を得た。 
・ リーダーシップを発揮した病院がい

てくれたのでまとまることができた。 
・ 日本医師会からまとめて下りてくる

情報と自治体担当課から個別に持っ
てこられる情報との間の整合性に戸
惑うことがあった。 

・ 都道府県が開催した定期的な対策会
議を効果的に活かせた。 

・ 医師会設置の対策本部に行政側から
責任ある方の参加があったのは良か
った。 

・ 郡市医師会と保健所の連携が二次医
療圏完結の機運を高めた。 

・ 今回のケースでは本庁のほうが保健
所より関わりが強かったかもしれな
い。 

・ 医師会事務局は、医療職の派遣、集
団接種、外来機関、後方支援病院、
高齢者施設の支援など、行政の手が
回らないところを担当した。 

・ Web 会議は郡市医師会との認識に共
有に非常に有効であった。 

 
２） 都道府県連携協議会、予防計画、保

健所の健康危機対処計画について 
 以下のような情報を得た。 
・ 行政側の各事業の担当者の間で情報

は均一化されるとよい。 
・ 行政からの説明の中で診療報酬をは

じめ、コスト面についての説明があ
ると理解が深まる点を知ると良い。 

・ 新型インフルエンザ対策行動計画な
ど、過去に医師会側が了解した事項
もあるので、それとの整合性も配慮
してほしい。 

 
D.考察 
 今回のインタビュー調査では、各自治
体・機関がそれぞれ直面した様々な課題
に対して、置かれた状況の中で最大限の
成果を得るべく努力をされた様子が克明
に語られた。それぞれの機関ごとに地理
的・社会的な背景、内部事情が大きく異
なり、複雑な状況に置かれていた。実際
には連携面で課題があった場面もあった
という反省も聞かれた。 
現在、多くの自治体で振り返り・総括

作業を行っている、あるいは行う予定で
あるということであったが、厚生労働省
から事例の共有も行われており、総括作
業の中で課題として掘り起こされた点に
ついては、新たな予防計画等で着実に対
策が取られるものと思われる。 
 本研究班では、全国アンケート調査の
中で、連携の改善について、「個別の連
携があったか」、「良好だったか」、とい
うことだけではなく、連携の前提として
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「有事にいつでも関係者が対応できる態
勢を用意できていたか」、という観点の
設問も必要なのではないかという議論を
行った。特に、必要な人員の配置、柔軟
な外部リソースの活用、労務管理などい
わゆる総務部門の支援の重要性について
確認してはどうかとされた。この点につ
いては、「都道府県、保健所設置市及び
特別区における予防計画作成のための手
引き」等でも触れられているが、その実
態について、本研究班でも当時の実態に
迫ってはどうかとされた。 
このため、質問票では、事業の実施に

あたって重要と思われるカウンターパー
トや業務が飽和した結果労働環境が悪化
した保健所をどのように支援したか、と
いう設問を置くこととした。 
 
＜補遺＞関係者間の情報共有の手段につ
いて 
 関係者間の情報共有については、保健
所、医療機関共に業務多忙で頻繁な会合
の開催が困難な中、ウェブ会議やメーリ
ングリストといったオンラインを活用し
た情報共有を継続していた状況について
把握することができた。zoom 等のオン
ライン会議の手法は、新型コロナ流行下
において、官民や業種分野を問わず急速
に拡大した。一方、メール（メーリング
リスト）という古典的な情報共有手段も
多くの自治体で活用されていた。 
 zoom に限らず、情報共有に活用可能
なネットサービスが近年多数登場してい
るにも関わらず、メール（メーリングリ
スト）が多く用いられた背景には、関係
者間の技術力に差異がある中で、メール
であれば比較的多くの関係者が利用可能
で、費用も掛からず早期にネットワーク
を立ち上げることができるメリットがあ
ったものと思われる。 
 また、新興のネットサービスは、自治

体の庁内ネットワークにおいてソーシャ
ルネットワークシステム（SNS）扱いで
遮断され、システム部門の理解が得られ
ず導入することができなかったという声
もあり、自治体によりこれらの新興ネッ
トワークサービスの導入状況に格差があ
った大きな要因と考えられた。 
 今般の経験は、新型コロナ収束後にお
ける保健所と医療機関等との平時の連携
体制においても活用できると思われる。 
   
E.結論 
 都道府県本庁、保健所設置市区本庁及
び保健所、都道府県型保健所、都道府県
医師会、計11の自治体、機関のインタビ
ュー調査を行った。新型コロナウイルス
感染症対策を実施していた当時の連携の
実態について情報を収集した。それぞれ
の機関では、地理的・社会的な背景、内
部事情など、複雑な状況に置かれている
中で、直面した様々な課題に対して、最
大限の努力を行っていた。 
 今後の新たな対策に活かすため、研究
4.では人員の配置、柔軟な外部リソース
の活用、労務管理などいわゆる総務部門
の支援の重要性の観点も加え、全国アン
ケート調査を行うこととした。 
 
F.引用文献 
・ 新型コロナウイルス感染症対応にお

ける事例集（厚生労働省健康局健康
課）令和５年６月 

・ 保健所における健康危機 対処計画
（感染症編）策定ガイドライン（厚
生労働省健康局健康課）令和５年６
月 

・ 都道府県、保健所設置市及び特別区
における予防計画作成のための手引
き（令和４年度厚生労働行政推進調
査事業費補助金（特別研究事業）「公
衆衛生体制の見直しと新たな体制構
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築のための政策研究」）令和 5 年 5 月 
・  
 
G.研究発表 
 なし 
 
H.知的財産権の出願・登録状況 
 なし 
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インタビューガイド 

令和５年度厚生労働科学研究 

「健康危機における都道府県内の自治体・関係部局・関係機関 

との連携構築のための研究」 

 

 

※ インタビュー目的は、今後、アンケート調査項目の策定に向けた基礎情報を得ることです。 

※ 保健所設置主体によっては、質問が成立しないものもあります。 

 
 

病床確保、入院調整 

（医療体制） 

宿泊・在宅療養 

生活支援 

要員確保 

（保健所体制） 

今後の展望 

都道府県本庁 ○ ○ ○ ○ 

指定都市・中
核市・特別区・
政令市型保健
所 

○ ○ ○ ○ 

県型保健所 ○ ○ ○ ○ 

都道府県医師
会 ○   ○ 

 

  

別添資料 
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都道府県・政令指定都市・中核市・特別区・保健所設置市インタビュー用 

（該当しない可能性がある設問が混在しています） 

 

１．病床確保、入院調整に関すること 

◆ 特に県医師会で尋ねる項目 

 

①病床確保、機能分担について 

問 コロナ感染拡大の状況に応じた増床のタイミングと方法で、効果的だったもの 

 

問 病床確保、機能分担について◆ 

「地域の大学病院、大規模病院」の役割分担とその徹底における工夫 

「医師会、病院協会など関係団体との調整」における工夫 

「私立病院」における病床確保の働きかけで有効であった方法 

「特殊ケース（周産期、精神、透析など）の入院先確保 

 

②入院先調整について 

問 発生初期（3例目、4例目）の入院先の調整はどのようにしていたか 

 

問 確保ベッドがオーバーフローしそうな時どうしていたか◆ 

・宿泊療養や在宅療養の基準の変遷 

・訪問診療・看護や酸素濃縮器等の医療資源の確保 

・入院調整本部のリーダーシップ 

 

問 入院適応者の均等化はどのようにしていたか◆ 

 

問 入院先をスムーズに決めるためにどのようにしていたか◆ 

・2次医療圏域を超える範囲の場合 

・都道府県境エリア患者の場合 

・重症度、年齢、ADLの状況の違い 

・特殊ケース（妊婦、精神、透析など） 

 

問 感染性の残る患者に対する、後方支援病院との連携はどうしていたか◆ 

 

問 患者移送についてどのような工夫をしていたか◆ 

 

問 医療機関どうしでのコンサルによる入院調整はどのようになっていたか◆ 

 

問 病床確保、入院調整で最も困ったこと、予防計画等に反映させたいことは何か◆ 
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２．宿泊・在宅療養、生活支援に関すること 

①  宿泊療養施設の運営について 

問 初めての設置時期と設置の契機 

・実施主体（県が保健所設置市域も含め一括して事業化 or 県と保健所設置市が別個に事

業化） 

 

問 都道府県庁が一括して事業化（または都道府県市が別個に事業化）することについて、

庁内・外でどのような議論があったか。 

（内）首長、財政部局、保健部局等とで意見の違いはあったか。 

（外）設置自治体、医師会等とで意見の違いはあったか。 

 

問 都道府県庁が一括して事業化（または都道府県市が別個に事業化）することのメリット、

デメリットは？ 

 

問 今後、どちらの体制が、またどのような体制が好ましいと考えるか 

 

 

②  物資配布事業（食料品、日常生活用品等） 

問 事業開始時期と開始の契機 

・事業拡充の経過（配布内容の充実、対象者の拡大、配達能力の増強等） 

・実施主体（県が保健所設置市域も含め一括して事業化、県と保健所設置市が別個に事業化、

市町村単位で別個に事業化） 

 

問 管轄地域における在庫管理や配送管理等の担当はどこか 

 

問 物資配布の役割分担の在り方についてどのような議論があったか（所内・庁内） 

（所内・庁内）首長、財政部局、保健部局とで意見の違いはあったか。 

（所外・庁外）都道府県庁であれば、保健所設置市、市町村等とで意見の違いはあったか。 

 

問 都道府県が一括して事業化（または県市が別個に事業化）した場合の、メリット、デメ

リットは？ 

 

問 今後、どちらの、どのような体制が好ましいと考えるか。 

  

問 宿泊・在宅療養、生活支援で最も困ったこと、予防計画に反映させたいことは何か 
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３．要員確保（保健所体制） 

※要員確保が好転した要因をさぐりたい。

問 どのようなタイミングで、増員のための人員確保の調整を行ったか？ 

増員を決断できたきっかけは何か 

（緊急事態宣言、第〇波突入宣言直後、積極的疫学調査や PCR検査手配のパンク、陽性

者数が増加に転じた時、等々） 

（保健所が増員を望む時期と組織として人員を調整しやすい時期のギャップ） 

問 その際、だれが決定権をもっていて、どのような流れで調整したのか 

問 保健所に人員を派遣した自治体内部署は？ 

問 新規のヒューマンパワーを確保した方法と、そのうちスムーズに確保できた方法は？ 

問 現場での人員確保、人材業務マネジメント（ロジ、運営面）に貢献したツールは何か 

問 （経験を踏まえ）どうすることがよいと考えるか 

・どのような立場の人

問 要員確保で最も困ったこと、予防計画や保健所の健康危機対処計画に反映させたいこ

とは何か 
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４．連携協議会、予防計画、保健所の健康危機対処計画への展望 

◆ 特に県医師会で尋ねる項目

問 連携構築の改善に向けて、現在どのような取組をしているか 

・連携協議会の設置、運営に関して

・予防計画策定ガイドラインを概観しての感想

・健康危機対処計画（保健所編）策定ガイドラインを概観しての感想

・自治体内他部署（予算、財政、危機管理等）との連携

・連携協議会等に参加するにあたり医師会で準備していること◆

問 コロナ禍を経験して、特に次回に向けて備えておきたいと考えていること 
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厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 
健康危機における都道府県内の自治体・関係部局・関係機関との連携構築のための研究 

令和 5 年度 分担研究報告書 

研究３-１ マルチハザードへの応用についての検討 

研究分担者    冨尾 淳（国立保健医療科学院健康危機管理研究部 部長） 

研究要旨： 

 災害・健康危機管理における自治体の連携体制の現状を、主に構造（ストラクチャー）

の側面から概観し、マルチハザードによる緊急事態が発生した場合の制度上の課題につい

て検討した。新型コロナウイルス感染症対応においても様々な連携の取り組みが報告され

ていたが、連携を構成する関係者が相互に認識し、共通の目的・目標のもとで協働する狭

義の連携が構築された例は多くなかった。都道府県では個別のハザードを対象とした法

令・計画等に基づいて会議体が設置されているが、異なるハザードが同時または連続して

被害をもたらすマルチハザード事案を明示的に想定した体制はとられていない。個々のハ

ザードを想定した計画がマルチハザード事案に対しても効果を発揮するためには、地域の

リスク評価やリソースマネジメントに関する各会議体の議論が積極的に公開・情報共有さ

れる必要があるだろう。一方で、令和５年度に整備された感染症法に基づく連携協議会で

は、少数ではあるが災害医療の専門家や自治体の防災・危機管理部門の職員が参画する事

例もあり、マルチハザード対策に向けたストラクチャー上のメリットになりうると考えら

れた。 

Ａ．研究目的 

 大規模な健康危機事案が発生した場合、都

道府県等の保健衛生部局、保健所、医療機関

等では、通常の業務体制では対処困難な対応

が求められることになり、効率的な対応にあ

たっては、関係機関の連携とこれに基づいた

対応業務の調整が必須となる。わが国では、

地震や風水害等の自然災害が多発する中で、

災害時の保健医療福祉活動の連携体制を構築

してきた。感染症についても、新型コロナウ

イルス感染症対応をふまえた法改正等に基づ

いて、都道府県における予防計画の策定、関

係機関で構成される連携協議会の設置・開催、

保健所・地方衛生研究所における健康危機対

処計画の策定など、地域における連携体制強

化に向けた取り組みが進められているところ

である。しかし、わが国の法制度は、自然災

害、感染症、テロ、武力攻撃など、ハザード

や脅威ごとに細分化されており、複数のハザ

ードによる事案が同時発生した場合（感染症

蔓延下の大規模地震など）に効果的に機能す

るかどうかは定かではない。本分担研究では、

わが国の自治体における災害・健康危機管理

における連携体制の現状を主に構造（ストラ

クチャー）の側面から概観し、マルチハザー

ドによる緊急事態が発生した場合の制度上の

課題について検討した。 

Ｂ．研究方法 

以下の２つの項目を実施した。 
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1. 健康危機管理における連携の現状と課

題―新型コロナウイルス感染症対応を

ふまえて 

「連携」の概念を既存の文献等をもとに整理

し、健康危機管理における都道府県等の連携

体制の現状を、「新型コロナウイルス感染症

対応における事例集」（令和 5 年 6 月 厚生

労働省健康局健康課）に掲載された事例をも

とに分析した。 

2. マルチハザードを考慮した都道府県の

連携体制の現状と課題 

「マルチハザード」の概念を既存の文献等を

もとに整理した。その上で、連携構築のスト

ラクチャーの要素として、国の法令・制度に

基づく都道府県の災害・健康危機管理に関す

る主要な会議体の概要を整理した。特に、改

正感染症法に基づいて令和５年度に整備され

た「都道府県連携協議会」の構成員について、

自治体ウェブサイトから入手可能な情報を用

いて整理し、マルチハザードを考慮した場合

の連携上の課題について考察した。 

（倫理面への配慮） 

本研究は、公開資料を用いて実施したもので

あり、特段の倫理面の問題はない。 

 

Ｃ．研究結果 

 1. 健康危機管理における連携の現状と課

題―新型コロナウイルス感染症対応を踏まえ

て 

１）「連携」の概念整理 

① 連携の定義 

健康危機管理に限らず、保健医療施策の計

画・実施おいては多機関の連携が重要である

とされており、さまざまな分野で連携構築を

目的とした会議体などが設置されている。一

方で、「連携」という用語は日常的に多用さ

れており、保健医療の実践の現場においても

「共通基盤となりうる概念理解は定着してい

ない」との指摘もある 1。連携は、「同じ目

的を持つ者が互いに連絡をとり、協力し合っ

て物事を行うこと」（広辞苑第７版）と定義

される。保健・医療・福祉領域でのいくつか

の概念整理の取り組みでは、「援助において、

異なった分野、領域、職種に属する複数の援

助者（専門職や非専門的な援助者を含む）が、

単独では達成できない、共有された目標を達

成するために、相互促進的な協力関係を通じ

て、行為や活動を展開するプロセス」2、「共

有化された目的をもつ複数の人及び機関（非

専門職を含む）が、単独では解決できない課

題に対して、主体的に協力関係を構築して、

目的達成に向けて取り組む相互関係の過程で

ある」1などの整理が行われている。いずれも

連携をプロセス（過程）と捉えており、連携

はそれ自体が目的となるわけでなく、何らか

の目的・目標を達成するためのアプローチ・

手段であると考えられる。その上で、連携構

築の要素として、連携を構成する主体（どの

ような組織・人が関与するのか）、共通の目

的・目標（共通の目的が明確に設定され、共

有されているか）、行為や活動（連携のもと

で具体的に何を行うか、構成員の役割は明確

にされているか）などが重要とされる。 

② 連携のレベル 

上述のように連携は「プロセス」と捉えられ

るため、関係性の深化の段階に応じていくつ

かのレベルに分類されることも多い。その一

例を下記に示す。 

• 連絡（communication/linkage）:連携の

初歩的な段階であり、連携体を構成する

関係者が相互に認識している段階。いわ

ゆる「顔の見える関係」が構築された状

況に相当する。 

• 連携（collaboration/coordination）：

狭義の「連携」であり、共通の目的・方

針のもと、関係者間で情報共有し協働す

る段階。関係者が連携体における自身及

び他の関係者の役割を相互に理解した上

で、共通の目的の実現に向けた活動を行

う状況に相当する。 

• 統合（integration）：連携体を構成する

関係者が１つの組織・システムとして一
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体化した段階。共通のルールのもとで、

連携体内のリソースの共有も可能となる。 

なお、上記のように「連携」にはさまざまな

段階があり、対応する英語も多用である。特

に、collaboration と coordination は、英文

においても特に区別することなく用いられる

場合も多いが、危機管理領域では

coordination は一般に「調整」と訳され、両

者は区別して用いられる。たとえば、米国連

邦緊急事態管理庁（FEMA）の教材 3には、「調

整（coordination）とは、機能、役割、責任

が明確にされ、タスクが達成されるようにデ

ザインされたプロセスであり、連携

（collaboration）は、コミュニティ内の結束

や協力の程度を示す考え方や組織文化として

捉えなければならない。要するに、連携

（collaboration）は、調整（coordination）

が効果的に機能するための環境をつくり出す

のである」と記載されている。 

 

２）都道府県等の連携体制の現状と課題 

健康危機管理における都道府県等の連携体制

の現状を、「新型コロナウイルス感染症対応

における事例集」（令和 5 年 6 月 厚生労働

省健康局健康課）に掲載された事例をもとに

整理した結果を下記に示す。 

① 都道府県と保健所設置市等 

•  既存の会議等の活用、メール、システム、

医師等の配置ローテーションの活用、人

材派遣の仕組み等による連携、プロジェ

クトや事業・調査等による連携 

② 都道府県と市町村 

•  自治体首長との連携、連絡体制の整備、

柔軟な業務連携の実施 

③ 保健所と市町村保健センター 

•  既存の会議・訓練等の活用、保健師を中

心とした体制の整備、災害時における連

携の工夫 

④ 都道府県・保健所設置市等の本庁と保健所 

•  会議・研修・訓練等の開催、システム活

用を通じた連絡体制・情報共有体制の構

築、保健師を中心とした連絡体制の整備、

リエゾン等人材の派遣による連携の強

化、共同での調査・事業実施を通じた連

携の強化、本庁における業務支援 

⑤ 都道府県等と関係機関 

•  既存の会議・講演会等の活用、健康観

察・往診等の支援、事業等による連携、

連絡体制の整備、入院調整・健康観察・

往診等の支援、ICT の活用 

多様な関係者間での連携構築が図られたこと

が分かるが、具体的にどのような関係性が構

築されたのか、どのような目的でどのような

活動が展開されたのか、については明確に示

されていなかった。連携のレベルにおける狭

義の「連携」（協働）に相当する事例がある

一方で、連絡、情報共有のレベルに相当する

事例が多く挙げられていた。 

 

2. マルチハザードを考慮した都道府県の連

携体制の現状と課題 

１）「マルチハザード」の概念整理 

国連防災機関（UNDRR）の用語解説（Sendai 

Framework Terminology on Disaster Risk 

Reduction）によると、ハザード（hazard）と

は、「人命の損失、傷害、その他の健康影響、

物的損害、社会的・経済的混乱、環境悪化を

引き起こす可能性のあるプロセス、現象、ま

たは人間活動」のことであり、これには生物

学的、環境学的、地質学的、水文・気象学的、

そして科学技術的なプロセスや現象が含まれ

るとされている。その上で、「マルチハザー

ド（Multi-hazard）」については、（1）当該

国・地域が直面する複数の主要なハザードで

あり、(2) ハザードによる事象が同時に、連

鎖的に、あるいは長期にわたって累積して発

生するような特殊な状況であり、ハザード間

の相互作用による潜在的影響についても考慮

を要する、と説明されている。 

わが国においても、地震と津波、原子力発電

所の事故という複数のハザードが甚大かつ複

雑な被害をもたらした東日本大震災（2011
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年）以降、マルチハザードのリスクとその対

策の重要性が認識されており、防災基本計画

では、「同時又は連続して２以上の災害が発

生し、それらの影響が複合化することにより、

被害が深刻化し、災害応急対応が困難になる

事象」を「複合災害」として、マルチハザー

ド対策が進められている。新型コロナウイル

ス感染症のパンデミックのような感染症の蔓

延時の自然災害についてもマルチハザード事

案の１つとして、今後の体制整備が求められ

ている。 

 

２）都道府県の健康危機管理に関する主要な

会議体の概要 

① 主要な会議体の概要 

わが国の災害・健康危機管理体制は、災害対

策基本法、医療法、感染症法、国民保護法な

どの法令に基づいて整備されており、都道府

県レベルでも、法令や指針に基づく体制整備

が行われ、平時から関連の会議体を設置し計

画策定等を行っている。主な会議体を表１に

示す。目的や構成員については、法令や国の

指針・通知等に規定がある場合もあるが、会

議隊の名称や実際の構成員やその人数につい

ては自治体により異なる。 

自然災害については災害医療に関する協議会

が設置されており、都道府県単位だけでなく、

二次医療圏など地域単位でも会議体が設置さ

れている場合もある。原子力災害に関する会

議体は、独自に設置されている場合もあるが、

災害に関する会議体の下部組織（部会）とし

て設置されている自治体もある。感染症につ

いては、令和５年の改正感染症法の施行に伴

い、都道府県単位で連携協議会を設置し、目

標数値を含む予防計画を策定することが定め

られたことから、全国の都道府県で一斉に体

制整備が進められている。 

会議体という位置付けではないが、テロ対処

体制整備の推進を目的として「NBC テロその

他大量殺傷型テロ対処現地関係機関連携モデ

ル」（内閣官房 NBC テロ対策会議幹事会(令和

3 年 3 月 5 日改訂 2 版)）が策定されており、 

 

表１ 災害・健康危機管理に関する主な会議体 

ハザード 会議体 

設置根拠 

目的 

主な構成員 

感染症 都道府県連携協議会  都道府県、保健所

設置市等、感染症

指定医療機関、診

療に関する学識

経験者の団体、消

防、その他の関係

機関、など 

感染症法 

平時からの意思疎通、

情報共有、連携の推進 

自然災害 都道府県災害医療協議

会など 

保健医療専門団

体、公的医療機関

等、警察、自衛隊、

日本赤十字社、学

識経験者、都道府

県・市町村（衛生

主管部局、防災部

局等）、など 

医療計画（医療法）、

地域防災計画（災害対

策基本法）など 

災害医療体制の充実・

強化、など 

原子力 

災害 

原子力災害医療対策協

議会など 

医療関係団体、原

子力災害医療機

関、災害拠点病

院、市町村、消防、

警察、など 

地域防災計画（災害対

策基本法）、原子力災

害対策指針 

関係機関相互の連携・

ネットワーク化の推

進、原子力災害医療体

制の充実、など 

武力攻撃 

・テロ 

国民保護協議会 指定地方行政機

関（国の機関）、

自衛隊、副知事、

教育委員会、市町

村、警察、消防、

国民保護に関す

る学識経験者、な

ど 

国民保護法 

知事の諮問に応じて、

国民保護措置に関する

重要事項を審議する。

国民保護措置に関する

重要事項に関し、知事

に意見を述べる 

 

救急搬送、原因物質の特定、汚染検査・除染

等について、自治体、警察、消防本部、保健 

所、地方衛生研究所、検疫所、海上保安庁、

自衛隊、医療機関、その他の研究機関・専門

機関等が連携し対応する体制の提案が示され

ている。 

② 感染症法に基づく都道府県連携協議会の

概要 

2024年 3月末時点で都道府県のウェブサイト

で、連携協議会の名簿等（役職のみの場合も
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含む）が公開されていた 37 都道府県のうち、

構成員の氏名のみが公開されていた 2 県を除

く 35 都道府県の連携協議会の構成組織・団体

の概要を表 2 に示す。なお、連携協議会の委

員数（オブザバーを除く）は、最小 11 名、最

大 50 名であり、中央値（四分位範囲）は 21

名（19 名-28 名）であった。医療機関、医師

会、薬剤師会、看護協会、消防長会、保健所

については、すべてまたは大部分の都道府県

で構成員となっていた。災害医療コーディネ

ーターまたは災害拠点病院等の災害医療の専

門家が構成員となっていたのは 26%であった

（感染症指定医療機関や大学病院・自治体病

院等の病院長で属人的に災害医療の専門性を

有しているような場合は除く）。少数ではあ

るが、メディア、ホテル旅館関係団体、法律

の専門家を構成員に含めている自治体もあっ

た。 

 

Ｄ．考察 

 災害・健康危機管理における連携の概念を

整理するとともに、都道府県における連携体

制の現状を、主にストラクチャーの側面から

概観した。連携は複数の関係者が関与する営

みであり、連携体制を構成するメンバーの間

で、目指すべき「連携」の概念について共通

認識が得られていることが重要である。新型

コロナウイルス感染症の対応においても様々

な状況で「連携」というワードが用いられて

いたが、「連絡」レベルの関係性を指してい

るケースも多く、本来意図したレベルで連携

構築が達成できたのか（できなかったのか）、

評価が困難であった。連携構築を議論するに

あたっては、構成主体、共通の目的・目標、

行為や活動など、連携の構成要素を明確にし

た上で、改めて目指すべき連携について関係

者間で認識を共有することが求められる。 

マルチハザードを想定した対策は、地球環境

や社会情勢の変化に伴い一層重要性を増して

いる。今回対象とした都道府県の災害・健康

危機管理に関する会議体は、法令や指針に基

づいてハザード・事案ごとに設置されており、

明示的にマルチハザードを想定した体制はと

られていなかった。医療機関や関係団体、行 

表２ 都道府県連携協議会の構成組織・団体の

概要（35 都道府県（令和 5 年度末時点）） 

構成組織・団体 都道府県数 割合 

医療機関 35 100% 

医師会 35 100% 

歯科医師会 26（27） 74%（77%） 

薬剤師会 32（33） 91%（94%） 

看護協会 31（32） 89%（91%） 

病院協会 23 66% 

獣医師会 5 14% 

栄養士会 7 20% 

臨床検査技師会 4 11% 

高齢者（老人）福祉

保健施設協議会 
23（24） 66%（69%） 

知的障害福祉協会 8 23% 

市長会 13 37% 

町村会 15 43% 

検疫所（支所・出張

所を含む） 
17 49% 

消防長会（消防局等） 34（35） 97%（100%） 

保健所（都道府県型

または保健所長会） 
26（28） 74%（80%） 

保健所（保健所設置

市等） 
28（29） 80%（83%） 

地方衛生研究所 21（22） 60%（63%） 

教育委員会 12 34% 

メディア（新聞・テ

レビ等） 
3 9% 

ホテル旅館生活衛生

同業組合等 
3 9% 

弁護士（法律関係者） 4 11% 

災害医療の専門家

（災害医療コーディ

ネーターを含む） 

9 26% 

都道府県防災・危機

管理部局 
3 9% 

（ ）内の数字はオブザバーを含む 

 

政機関など、構成団体・組織のレベルでは複

数の会議体に参画しているものも多いが、複

数の会議体で委員の氏名を公開している都道

府県で確認したところ、同一の委員が複数の

会議体に所属しているケースは少なかった。

マルチハザードによる事案が発生した場合に
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も機能する連携体制を構築し、効果的・効率

的に計画を立案するためには、構成員となる

団体・組織が相互に役割を理解した上で協働

することが求められる。わが国の法的枠組み

の現状をふまえると、ハザードごとに会議体

が構成される状況を大きく変更することは難

しい。個々のハザードに対する計画や対応が

マルチハザードにも大きな齟齬なく適用され

るためには、各会議体の議論の内容（特に地

域のリスクに関する情報や緊急時の保健医療

に関するリソースマネジメントの方針、サー

ジキャパシティの確保など）を積極的に公開

し、関係者間で情報共有を図るとともに、構

成員となる医療機関や関係団体、行政機関等

の担当者も各組織内で情報共有を行う機会を

設けることなどが重要となるだろう。 

マルチハザード対応とは文脈が異なるが、新

型コロナウイルス感染症対応では、災害医療

に向けた協議会が活用された事例も報告され

ている 4。危機に際して臨機応変な判断に基

づいて効果的な連携体制が生まれることは知

られており 5、今後もそのような事例は生じ

うると考えられる。一方で、危機においては

平時の連携体制の阻害要因を増幅する可能性

も指摘されているため 5、平時から実質的に

機能しうる連携体制の構築に努めることが求

められる。 

連携協議会の構成員については、表１に示し

たような大枠が国から提示されているが、実

際の構成員は都道府県の裁量で指名できる。

実際、人数や属性は都道府県によって大きな

差があり、災害医療コーディネーターや防災

部局の職員など、感染症以外のハザードに関

する専門性を有するメンバーを構成員に含め

た都道府県もあった。構成員とした意図は不

明だが、マルチハザード対応を想定した場合、

連携構築に向けたストラクチャーのメリット

が期待される。令和 6 年度から改正施行され

る医療法と第８次医療計画では、「災害・感

染症医療確保事業」および「災害・感染症医

療業務従事者」について規定され、少なくと

も感染症と自然災害については、双方に対応

可能な医療人材の育成が急務となっている。

会議体間の緊密な情報共有による効率的な体

制整備が求められるとともに、このような取

り組みを、原子力災害やテロ・武力攻撃など

の、頻度は低いが深刻な影響が想定される事

案も視野に入れた体制整備に向けたステップ

としていくことも必要だろう。 

なお、今回対象とした会議体は、基本的には

平時における有事を想定した計画立案や体制

整備を主な目的としており、有事対応やその

調整は必ずしもその役割に含まれていない。

会議体の構成員が、災害時の保健医療福祉調

整本部や新型インフルエンザ等対策特別措置

法に基づく都道府県の対策本部等に積極的に

参画することで、有事における組織間連携が

容易となり、迅速かつ効果的なリソースマネ

ジメントが実現する可能性がある。 

 

Ｅ．結論 

 災害・健康危機管理における連携の概念を

整理するとともに、都道府県における連携体

制の現状を、主にストラクチャーの側面から

概観し、マルチハザードを想定した連携体制

の現状と課題について検討した。連携体制の

構築にあたっては、構成主体、共通の目的・

目標、行為や活動など、連携の構成要素を明

確にした上で、目指すべき連携について関係

者間で認識を共有することが重要である。都

道府県の連携体は、マルチハザードを想定し

た体制をとっていないため、マルチハザード

による事案にも適用可能な連携体制を構築す

るためには、構成員の選定や会議体間及び組

織・団体内の積極的な情報共有に留意する必

要があるだろう。 

 

引用文献 

1. 吉池毅志，栄セツ子．保健医療福祉領域におけ

る「連携」の基本的概念整理―精神保健福祉実

践における「連携」に着目して．桃山学院大学

総合研究所紀要.2009,34(3),109-122. 
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Collaborative Emergency Management.   

4. 塚原昌大．松本医療圏における新型コロナウイ
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Ｆ．研究発表  

１．論文発表 
 特になし 
 
２．学会発表 
 特になし 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 
特になし 

２．実用新案登録 
特になし 

３．その他 
特になし 
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厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 
健康危機における都道府県内の自治体・関係部局・関係機関との連携構築のための研究 

令和５年度 分担研究報告 

研究３－２ マルチハザードへの応用についての検討（シンポジウム） 

研究協力者 谷口かおり 島根大学医学部 

研究要旨 
【目的】 
新型コロナウイルス感染症への対応を経て、健康危機に関する自治体での連携構築の
あり方を、マルチハザードに応用できるかを健康危機管理の専門家と議論・検討する。 
【方法】 
第８２回日本公衆衛生学会総会において、「健康危機に備えた自治体での連携体制の構
築について～感染症を起点にマルチハザードへ～」と題したシンポジウムを開催した。 
【結果】 
シンポジストからは、（１）健康危機管理における連携体制の構築－その意義と課題、
（２）保健所設置市・特別区の有事の立ち位置と都道府県や関係諸機関との連携、（３）
健康危機における保健所の調整機能、（４）新型コロナウイルス感染症への対応の経験
を踏まえた健康危機管理体制の構築における保健所設置市の課題の考察、について話
があった。会場の参加者からは建設的な意見や質問が多く出され、マルチハザードと
いう観点に注視し、今後いろいろな災害に対して住民をどう守っていくかを繰り返し
検証しながら、いろいろな対処方法を備えていくという必要性を見出し、それぞれの
自治体の感染対策に寄与する機会となった。
【結論】
シンポジウムでは多くの参加者が集まり、健康危機管理体制への関心の高さが伺え

た。参加者とシンポジストの交流を通じて、今後の感染症予防計画や健康危機管理へ
のヒントを得ることができた。今回の新型コロナウイルス感染症事案における、都道
府県型保健所、中核市保健所、政令指定都市保健所の実態を共有できた。感染症も
含めた災害発生時は、最前線の保健所が必要な業務を遂行できるよう、適切な組織的
サポート体制が用意されることが重要である。業務務量が多すぎて保健所の本来の仕
事ができない事態を避けるため、全庁体制の速やかな確立が求められる。そのために
は、本庁の総務部門の理解と、平時からの危機管理部門との連携が必要である。様々
な災害（マルチハザード）に備え、対応計画の策定に併せて、定期的な訓練実施につ
いても考慮することが重要である。
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A. 研究目的 
今般の新型コロナ対応において、病床確

保、入院調整、疫学調査等の対応を行う中
で都道府県と保健所設置市や特別区の間
の連携が課題とされたことを受け、感染症
法改正によって平時からの意思疎通・情報
共有・連携を推進するための都道府県連携
協議会の設置や予防計画の策定が進めら
れようとしている。現在その作業が各地で
行われているところであり、新たな枠組み
や計画への期待が高まっている。一方で、
地域保健が直面する健康危機管理は感染
症ばかりではなく、地震、洪水や豪雪とい
った自然災害、大規模交通事故、環境汚染
物質の漏洩等幅広い。感染症の取組みを多
様なハザードに応用していくイメージを
地域保健関係者は描けるか、自治体の健康
危機管理の専門家の間でディスカッショ
ンする。 

 

B. 研究方法 
日本公衆衛生学会総会において公募シン

ポジウムを開催した。 
 

第 82 回 日本公衆衛生学会総会  
シンポジウム 28「健康危機に備えた自治
体での連携体制の構築について～感染症を
起点にマルチハザードへ～」 
日時：令和 5年 11月 1日(水)  

13:20～14:30 
場所：つくば国際会議場 第 3 会場 
座長： 
島根大学医学部 名越究（研究代表者） 
国立保健医療科学院公衆衛生政策研究部 

町田宗仁（研究分担者） 

シンポジスト： 
1. 長崎県県央保健所（県型保健所） 

藤田利枝（研究分担者） 
2. 金沢市保健所（中核市保健所） 

越田理恵（研究協力者） 
3. さいたま市保健所（政令指定都市保健

所）   片岡穣（研究分担者） 
4. 保健医療科学院健康危機管理研究部 

   冨尾淳（研究分担者） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. 研究結果 
当日はおよそ 220 名の参加があった。会

場内の座席は埋まり、途中立ち見の参加者
も見られた。参加者との意見交換では、各
自治体の事例を振り返りながら、感染症予
防計画等に盛り込んでいくべき内容、ある
いはマルチハザード対策への展開に関する
議論が活発に行われた。 

 
〇（座長発言）町田宗仁先生（国立保健
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医療科学院公衆衛生政策研究部） 
現場最前線で活躍した保健所では住民へ

の対応だけでなく、都道府県や市町村との
連携など各種機関との連携などで多くの苦
労があったと思われる。また、保健所が組
織の中で人員確保の応援派遣に関しても相
当に奔走された自治体も多かったのではな
いか。自治体のシンポジストの方々から
は、当時のコロナ対応の実態と今後への提
言を話していただき、冨尾先生からは当時
の状況を俯瞰して発表頂く（なかなか簡単
には結論付けられないかと思うが）。さら
にその経験が感染症以外の災害にも応用で
きるか、という点についても課題を提示し
ていただいた上で、ディスカッションを行
う。 

 

 
〇藤田利枝先生（長崎県県央保健所） 
保健所は地域における健康危機管理の拠

点として位置づけられており、様々な健康
危機への対応が求められる。感染症健康危
機としては、感染症の拡大に伴い住民の健
康および生命を脅かす事象への対策は保健
所における最も重要な任務となっている。
しかし、3 年以上に及んだ新型コロナウイ
ルス感染症（以下、新型コロナ）対策にお
いては、本来の保健所における感染症対策

の役割を大幅に超える業務を行うこととな
り、各地でその調整に混乱をきたした。さ
らに、著しい人員不足、新しい対応への躊
躇、本庁との意見の相違、感染状況によっ
て目まぐるしく変わる対応方針など、保健
所業務の混乱の要因は多様であった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

当保健所では新型コロナを災害の一つと
して捉えることで、保健所内での役割分担
や体制整備のあり方を変え、地域保健医療
における保健所の立ち位置を明確化するこ
とで混乱を軽減できた。また、災害時にお
ける保健所の役割である“健康危機に関す
る関係機関との調整機能”を意識して対応
を進めることで保健と医療とが役割分担し
ながらも一体化することができた。 
現在、保健所では健康危機対処計画の策

定が求められており、感染症を皮切りに今
後様々な健康危機に関する実践的な準備を
行うこととなる。健康危機の事象が異なっ
ても基本となる部分は共通しており、マル
チハザードに対応した備えに必要なものを
見定めて、地域の強みを活かし弱点を補強
しながらの準備を行わなければならない。
そのためには保健所は情報収集と分析能
力、リスクコミュニケーション、地域医療
全体の BCP 体制の発動、業務遂行能力が
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必要であると考える。保健所長は多角的視
点を備えた統率者、マネジメントリーダー
であることが重要である。また、市長や病
院の院長など様々なトップの人たちの調整
役や本庁に向けて現場の代弁者となること
が重要であると考える。 
 
〇越田理恵先生（金沢市保健所） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
石川県では感染者増加、クラスター発生

を機に 2020 年 3月 31 日に県庁で医療調
整本部会議を非公式で開催し、メンバーは
総合病院の院長、医師会長、看護協会会
長、保健所長（金沢市保健所、石川中央保
健所）、金沢市消防局長等であった。石川
県庁の中に医療調整本部を設置し、感染者
情報の一元化、感染症の専門医と災害医療
を専門とする医師がコーディネーターとし
て常駐し、中央医療圏内の入院調整を指揮
する体制をとることで、石川県と金沢市の
メンバー連携がうまくいったと思われる。
また、報道の一本化、他にも中央医療圏の
入院調整、救急搬送体制輪番制、PCRセ
ンターの設置も県庁が同時に行っていた。
全県対象となるのは、病床利用状況の把握
と情報提供は県庁の方から全ての病院長宛

てに情報提供されていた。また、県でクラ
スター対策班を組み、必要な場合には随時
派遣をし、宿泊療養施設は金沢市に設置
し、マネジメントは県庁が行った。コール
センターや、感染者の搬送業者の契約とい
ったものも県庁が一括で行っていた。 
当初県内 1 ヶ所の地方衛生研究所だけで

は PCR 検査が追いつかず、金沢市保健所
で PCR 検査体制の補完も行った。健康危
機管理には県庁と保健所を持つ市の連携は
絶対に必要で、特に県庁と中核市あるいは
県庁と政令指定都市の連携は必要である。
医療調整本部会議では病院の院長同士が情
報交換をすることができたので、横の連携
が強化され、非常にいい関係が構築できた
のではないかと考える。 

DX 化は当初進んでいなかったが、途中
から HER-SYSも取り組むことができ、や
はり各種機関の連携にはDX 化が必要不可
欠であると実感した。 
県庁と諸機関との連携のためには、平時

から意思疎通をしておくことで有時の際に
電話 1 本で繋がることがわかった。お互い
競い合わない、隠し事をしない、相手を信
頼し相手に全て情報提供する。しかし、そ
れぞれが主張すること、譲歩することのバ
ランスは必要だと考える。上等なおせっか
いの心、困っているなと思ったら少し手を
差し伸べると、こういったものも大事であ
る。そしてお互いの指揮命令系統を阻害せ
ず、各機関の職位に見合ったカウンターパ
ートと交渉をすることが大切であると考え
る。健康危機管理の基本としては平時の備
え、有事の意思共通認識を持った初動体制
であり、指揮官は“逃げない”、“ぶれな
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い”、“しなやかに”が重要であることを実
感した。 
 
〇片岡穣先生（さいたま市保健所） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

さいたま市では、保健医療分野における
新型コロナ対応の総括を、本年 9月までに
とりまとめた。総括は、「横断的な指揮命
令系統の確立」「各部局の役割の明確化」
「動員計画の整備」「自宅療養者や施設入
所者への医療提供体制の確保」「業務継続
計画の運用見直し」「健康科学研究センタ
ーにおける検査能力の強化と検査体制の整
備」「情報発信力の向上とリスクコミュニ
ケーションの推進」「埼玉県との役割の整
理・連携強化」の 8 項目に集約した。これ
らの課題は、本市のコロナ対応を契機に浮
上した課題である一方で、感染症対策に限
らず、あらゆる健康危機への対応に必要な
視点であると考える。 
 自治体の人口、保健所の管内人口は、感
染症をはじめとした健康危機管理事案への
対応において、その「業務量」に直結す
る。特に、圧倒的な人口を抱える指定都市
においては、その人口を背景とした過大な
「業務量」が発生し、健康危機に際し、業
務のひっ迫に繋がりかねない。「過大な業

務量」の処理という観点で、内部機能をど
のように平時から有事に移行させるかが、
肝要である。 
 大規模な人員投入にしても、庁内での業
務の分散化という手法にしても、本日のシ
ンポのキーワードである「連携体制の構
築」という観点から言えば、自治体「内」
の調整や連携というものが、「外」との連
携にまして重要である。指定都市特有の、
組織規模が大きく、小回りが利きづらいこ
とも、内部調整上の課題である。 
 市型・区型の保健所、とりわけ感染症所
管課は、保健所の本来業務である感染者対
応等の現場対応と、本庁組織としての業務
である事業の企画立案、議会、予算、人
事、幹部対応など、いずれも担わされるこ
ととなり、有事における市型・区型保健所
の弱点の一つである。必ずしも保健所で行
う必要がない業務負荷を軽減させ、保健所
が現場対応に注力させる仕組みづくりが必
要ではないかと考える。保健所設置市、保
健所設置区においては、対策のための予算
や人員調整等、必ずしも保健所が行う必要
のない業務負荷というものを本庁で引き上
げ、保健所の現場対応に注力させる仕組み
が庁内で必要ではないかと考える。 
 
〇冨尾淳先生（国立保健医療科学院健康危
機管理研究部） 
連携とは、辞書的には「同じ目的を持つ

者が互いに連絡を取り協力し合って物事を
行うこと」、「援助において、異なった分
野、領域、職種に属する複数の援助者が単
独では達成できない（というのが重要）、
共有された目標を達成するために相互促進
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的な協力関係を通じて行為や活動を展開す
るプロセス」と定義される。要は、その関
わる主体、誰がこの連携のチームの中に入
っていくのか、そして共通の目的、目標を
きちんと押さえているか、それに基づいて
行為や活動をするのが連携の基本的なあり
方だというふうに考えることができる。連
携にもいろんなレベルがあり、連絡・連
携・統合の 3段階のステップがある。連絡
は、コミュニケーション、いわゆる顔が見
える関係をつくることで、連携は実際に共
通の目的や方針のもとで、関係者間で情報
共有して一緒に働く、work together と言
われるものである。さらに進むと同じシス
テムの中で一体として動く統合の状態があ
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
厚労省で各自治体等が新型コロナにおい

てどういった形で連携体制を作っていった
か、好事例をまとめた資料が作られてい
る。例えば都道府県と保健所設置市の間で
は、既存の会議等を活用したり、メール、
システム、配置ローテーションを行った
り、人材派遣の仕組みを作った等事例があ
る。都道府県と市町村の間では、自治体首
長との連携や、連絡体制の整備や、柔軟な
業務連携の実施、人員調整の事例等があ

る。さらには保健所と市町村の保健センタ
ーや、あるいは都道府県本庁あるいは保健
所設置市の本庁と保健所の関係では、会議
体を構成し、システムを共通化したこと
や、保健所中心とした連絡体制の整備、人
員調整、リエゾンの派遣等の事例も示され
ている。さらには自治体と外部機関、医師
会や看護協会、その他の機関との連携とい
うのもたくさん行われていた。いろんな連
携の取り組みが行われていたが、大観して
いくと既存の取り組みの発展系、あるいは
情報共有の場を新たに作るといったところ
が多く、連携になっていないようなものも
いくつか含まれているように感じられる。 
次にマルチハザードに向けてどういう体

制をとっていく必要があるのかというとこ
ろに関しては、マルチハザードの定義は、
国や地域が直面するようなハザードの一揃
い、一セット、あるいはハザードによるイ
ベント、いわゆる災害が同時に起きること
である。例えば火山の噴火と台風が一緒に
起こる、あるいは連鎖的に起こる。地震の
後に津波が来て、場合によっては原発事
故、あるいは長期にわたって累積的に発生
しうるような状況を指してマルチハザー
ドと定義している。大事なのは一つ一つ
のハザードや場所によって生じる災害の
足し合わせのような影響ではなくて、一
部相互作用による相乗的な影響も起きて
しまうことがあるので、それに対しても
考慮しなければならない。防災基本計画
でも最近は複合災害ということで、ここ
に挙げたような形で取り組みが進められ
ている。特に実際の対応というよりは、
事前 preparednessにフォーカスしたよう
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な様々な連携体制が自治体等で取り組ま
れている協議会等である。実際、我が国
でも感染症については最近、都道府県で
連携協議会を設置することが言われてお
り、災害についても災害医療に関する協
議会、原子力のある都道府県では災害医
療対策協議会が行われている。テロに関
しては内閣官房の方から NBC テロに関
する連携モデルも出されている。そうい
った様々な連携体制が平時からの意思疎
通、情報共有、連携の推進、災害体制の
充実や強化を目的とし活動を行って構成
員の方々を巻き込んだ対策がとられてい
る。さらにより広いところで言うと、災
害対策基本法に基づく地方防災会議や、
最近では国土強靱化基本法に基づく国土
強靭化の地域計画、新型コロナウイルス
感染症対策に関する会議等も開催されて
いる。 
マルチハザードを想定した体制は、多機
関連携の構成員は共通している場合が多
いが、主要機関はハザードによって異な
る。また計画立案やネットワーク構築が
主な目的だが、各構成員の機能や役割を
明確にし、顔の見える関係作り等は平時
から考えておく必要がある。そして、各
種計画の基本理念を構成員で共有し、連
携、特に情報共有や状況把握を支えるシ
ステム、デジタルトランスフォーメーシ
ョンも問題になってくる。また複合災害
は特殊な状況なので、シナリオを用いた
研修や、持続的な改善というのが必要に
なってくる。理想的にはそのマルチハザ
ードに対応可能な本部機能を自治体でも
備えていく必要がある。 

 
〈総合討論の概要〉 
〇（座長発言）名越究先生（島根大学医
学部） 
感染症を含めたマルチハザードでの連携

のあり方における事前の準備について、保
健所を管轄する自治体として、あるいは保
健所としてどう作り上げていけば良いのか
意見交換できればと思う。 
まず一つ目の課題。保健所長の立場で、コ

ロナの 3 年間で保健所に対して出された支
援あるいは配慮で、最も助けになったもの
はどのようなものだったか。 

 
・藤田先生回答 
あまり人の支援というのはもらえなかっ

たが、人は出せないけれども技術的な支援
をするということで、同じ振興局から ICT
に強い事務の方を毎日送ってもらい、画期
的なシステムを作ってもらい大変ありがた
かった。コロナの間にバックグランドが医
師である知事に変わったことで、我々への
理解度が変わり現場の声をきちんと聞いて
もらえるようになったこともものすごく大
きかった。 

 
・越田先生回答 
一点目は人である。実は保健所が大変っ

て言うと保健師とか専門職が大変なように
思えるのだが、実はそうではなくて事務量
が膨大になることが問題で、事務職を出し
てもらったことは非常にありがたかった。
特に、副市長に１日２０人を出してほしい
と直訴したら、トップダウンで毎日 20 人派
遣され、大変ありがたかった。2 点目は DX
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化で、デジタル行政推進課から職員が派遣
されてシステムが作り上げられた。HER-
SYS で情報がシステム化されたことも非常
に助けになった。 

 
・片岡先生回答 
結局は人員配置や、DX化が支援として助

かったということだが、そのきっかけにな
ったのは５波の頃にメディアを通して、保
健所の機能が崩壊している、逼迫している
と報道されたことであった。この時初めて
保健所が大変だということを理解してもら
えた。基本的に保健医療専門職は、自分たち
で頑張って対応してしまうところがあるが、
そこが利点であり欠点でもある。事務職等
の人員体制でカバーするという支援が欠け
ていたのではないかと思う。危機管理対応
というものは、メディアとうまく付き合い、
情報発信することが大事であると実感した。 

 
〇 名越先生（座長発言） 
現場レベル、保健所レベルでいろんな連

携をするためには、サポートが必要だとい
うことになるが、全国的にいろいろな事例
をご覧になった、冨尾先生がお感じになら
れたことを話していただきたい。 

 
・冨尾先生回答 
事案が発生した時、やはり保健所、ときに

は保健所の中の一部局とかが最初は対応し
て、それでかなり逼迫してうまく対応がで
きなかったというようなお話を伺った。一
方で、早い段階から全庁体制をとっていた
ところでは、比較的スムーズに対応が行わ
れたという話も伺っている。特に人の命、住

民の命、健康を守るというのは自治体とし
てのミッション、使命なのでそこを自治体
全体で常に意識しながら行政を行っていき、
その中で保健所の異常を察知する。保健所
も自分たちでその業務に当たりたいと思う
かもしれないが、果たして全体としてベス
トな解決案になるのか意識しながら、リソ
ースを都道府県全体で使いながらやってい
くことが重要ではと思う。 
 
〇 名越先生 
全庁体制というのは、いろいろな話を聞

く中で重要なキーワードではないかと思う。
スムーズに全庁体制に移れた自治体と、全
庁体制になるまでに時間を要した自治体で
は、後者の方がかなり苦労をしたのかなと
いう印象がある。 

 
・保健所長（県型）からの質問 
コロナが始まってから入職したのだが一

番の災害だったのは公費負担申請書と感染
症診査協議会の事務処理、プラス療養証明
書だった。この三つを保健所がさばかなけ
ればならないという事務負担を、今後また
同じことが起きたときにどのようになる
か。 
 
・冨尾先生回答 
危機対応時のいわゆる事務作業を誰に采

配するのがベストかを、ある程度の上に立
つ方、保健所長等が早い段階で判断する必
要がある。人の命を救う、健康を守るとい
う観点から、（事務作業などを）私達のリ
ソースで割くべき部分ではないという判断
を行い、外部委託や、事務職員に対応させ
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るといったことを早い段階から進めるとい
うのが手ではないかなと思う。 

 
・藤田先生回答 
公費負担申請については難病の申請事務

も合わせておそらく DX化が進んでくると
思われる。医療機関の DX 化も併せて公費
負担の申請についても、次に起こりうる災
害にも対応できるように作って欲しいとい
うことを国に要望する必要があると思う。 

 
・越田先生回答 
生命保険の証明書が非常に大変だった。

依頼者からは、1日でも長く療養期間にし
てほしいと個々の保健所に連絡が入ったと
いう経緯もあった。DX化の流れでマイナ
ンバーでの紐づけ等そういった方向に進め
ていただけるとありがたい。 

 
・大学教員からの質問 
次回の流行に備えるという意味で伺う。

感染症の場合は多少地域によって流行開始
時期に差があり、先行している自治体から
の情報をいかに共有すればいいか。今回ど
のように情報共有していたのか、あるいは
していなかった等事例があれば教示願いた
い。今後共有する枠組みが考えられるの
か、例えば IHEAT が各地から先行流行地
域でそのノウハウを地域に返す等とかいろ
いろ考えられる。 

 
・片岡先生回答 
第 2波の頃に、まだ IHEAT というよう

な枠組みはありませんでしたが、いくつか
の自治体から職員がさいたま市の保健所に

来てくれて、疫学調査や発生時の処理等を
短時間の交代で応援いただいた。IHEAT
の制度は大変なところを応援するという位
置づけではあるが、まだ大規模な感染流行
を経験していない自治体が流行地域の状況
や業務フローを学ぶための観点から自治体
の応援に臨む体制も非常に重要ではないか
と思う。 

 
・藤田先生回答 
神奈川県のダイアモンドプリンセス号の

時も、多くの自治体からDMATが出動し
た。その DMATが持ち帰った情報を我々
の県では共有した。また、感染流行が先行
している地域に応援に出した保健師が情報
を持ち帰り、県内で共有した。感染が全国
的になってくると、それぞれの自治体がど
ういう工夫をしているのか等保健所長間で
メールのやり取りをしたり、ホームページ
に載せたりして情報共有はできていた。 

 
・越田先生回答 
他県の情報などは、前述のとおり情報共

有した。県内の情報に関しては、情報の一
元化が大事ではないかと思う。特に石川県
の場合は全て感染者の情報を県庁に集約
し、それを DMAT がロードマップにし
て、毎日書き出して情報を還元するという
ようなことを県庁でやっていた。 
 
〇名越先生 
今後各自治体で感染症予防計画や健康危

機対処計画をまとめる作業もあるわけだ
が、感染症にこだわらず、次にどんな災害
が起きても、円滑に保健所の業務ができる
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ためには、保健所あるいは保健所統括組織
が前もっていかなる準備しておくのが良い
と考えるか。 

 
・片岡先生回答 
マルチハザードなので、どんなハザード

であるかによって主となる部門（感染症で
あれば保健所）の人員体制、財政体制を全
庁でしっかりサポートするという庁風（社
風）が調整されていないとハザード対応は
難しいのではないかと思われる。 

 
・藤田先生回答 
今回のコロナ対応では保健所が保健所の

業務ができなかったことが問題だった。し
たがって、保健所がきちんと業務ができる
ために地域で集まるような場を持ち、情報
共有することが必要だということで、そう
いった会議体をどのような危機であっても
開催することを地域内のルールとして決め
た。この会議体のメンバーをリスト化し、
そこで何を決めるのか等ある程度内容も固
めた。人が入れ替わってもいいように、10
年後にも対応できるような仕組みを想定し
て計画の準備を進めたい。 

 
・越田先生回答 
顔の見える関係、物事起こったときに電

話 1本で物事を頼むことができる信頼関係
を構築することが大事。そのためには、愚
直ではあるが、Web でも対面でもいいの
で、定例的な会議、会議体が必要。それか
ら、職位に合ったもので連携を取り合う、
所長だったら本庁の部長局長、あるいは課
長級だったら課長級同士という関係で、日

頃業務の中で連携をとっておくことが重要
と思う。抽象的だが、「上等なおせっかい
心、困っているなと思ったら、何か一言声
をかける、助けてあげる」、こういった上
等なおせっかい心をみんなが持っている
と、意外と世の中スムーズにいくのではな
いかなと今回改めて感じた。 

 
・冨尾先生回答 
計画を立てて訓練演習を行って検証して

改善していくというプロセスを着実に進め
ていくこと。その計画を進めていく上で、
いろんな会議体が存在するという話があっ
たが、やはり関わっている構成員がそれぞ
れどういう役割を緊急時に担うかを、かな
り細かいところまで明確にしておくという
ことは重要なので、そういった人たちが当
事者意識を持ってその計画作りに参加して
もらうのが大事。 

 
〇（座長総括）名越先生 
今回の新型コロナウイルス感染症の流行

では、我々は大変な経験をしたが、ここか
ら得られた教訓を踏まえて今後の計画を立
てていく。マルチハザードといいますの
で、今後いろいろな災害が住民を襲ってく
る可能性があるわけであるが、地域保健と
してどうそれに対処していくのかを繰り返
し検証しながら備えていくという必要があ
ろう。有事の際の連携先を把握し、各自の
パフォーマンスを維持していくことが次の
段階で重要となる。災害時に事務量が多す
ぎて保健所本来の仕事ができないなどとい
うことは、今後は絶対避けなければいけな
い。職員のパフォーマンスは、バックヤー
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ド部分の安定感があってこそだと思う。そ
ういう意味で、全庁体制が速やかにとれる
ことは次の災害の備えとして、大切ではな
いかということで締めさせていただく。全
庁体制を取るためには、人員も予算も握っ
ている本庁の総務部門の理解が必要。それ
から危機管理を担って、いざというときに
指揮系統のトップになる部門が、保健部門
と融合してもうまく連携を取れるよう、平
時から備える必要がある。 
 
D. 考察 

 
今回の新型コロナウイルス感染症事案に

おける、都道府県型保健所、中核市保健
所、政令指定都市保健所の実態を共有でき
た。それぞれが固有の事情がある中で、
次々に発生する業務、調整が必要となる案
件に対してどのようにしのいでいったか、
保健所と外部の機関との連携、保健所への
本庁の支援の詳細が語られた。健康危機管
理事案発生時、各自治体の保健所は新たに
発生する種々の事業を遂行しなくてはなら
ない。その際の保健所のパフォーマンスの
出来がそのまま行政への評価につながる。
今回の新型コロナウイルス感染症事案で

は、業務量が多すぎて保健所機能が麻痺し
てしまう局面が散見されたことが問題にな
った。そのような事態を避けるため、優先
する業務を取捨選択し、適切な業務負担の
軽減と増援を図ることの重要性が浮き彫り
になった。そのためには、本庁の総務部門
の理解と、平時からの危機管理部門との連
携が必要である。 
さまざまなタイプの災害が（複合的に）

発生するマルチハザード対策を考えると平
時からの連携は極めて重要である。災害ご
とに編成される連携会議には共通した構成
員が参加していることが多い。それぞれの
事態での役割分担とともに、各種計画の共
通理念についても構成員の間で共有してお
くことが重要である。 
 
E. 結論 
 シンポジウムでは多くの参加者が集ま
り、健康危機管理体制への関心の高さが伺
えた。参加者とシンポジストの交流を通じ
て、今後の感染症予防計画や健康危機管理
へのヒントを得ることができた。 
感染症も含めた災害発生時は、最前線の

保健所が必要な業務を遂行できるよう、適
切な組織的サポート体制が用意されること
が重要である。そのためには、本庁の総務
部門の理解と、平時からの危機管理部門と
の連携が必要である。様々な災害（マルチ
ハザード）に備え、対応計画の策定に併せ
て、定期的な訓練実施についても考慮する
ことが重要である。 

 
F. 引用文献 

なし 
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G. 研究発表 

なし 
 

H. 知的財産権の出願・登録状況 
なし 
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厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 
健康危機における都道府県内の自治体・関係部局・関係機関との連携構築のための研究 

令和 5 年度 分担研究報告書 

研究 4 今後の健康危機管理体制に資する全国アンケート 

研究代表者 名越 究 島根大学医学部 

研究要旨 
【目的】令和 4 年 12 月の感染症法改正等に伴う「連携協議会」、「予防計画」、「健康
危機管理対処計画」等への取組に活用するため、新型コロナウイルス感染症におけ
る関係部局・関係機関との連携構築について、都道府県本庁、保健所設置市本庁及
び保健所、都道府県型保健所それぞれで実施された内容を包括的に収集する。その
際、新たな平時の対策に活かすため、組織改編、外部リソースの活用、労務管理な
どいわゆる総務部門の支援の重要性の観点も加え、アンケート調査を行った。 
【方法】 調査対象として①都道府県、②保健所設置市（指定都市、中核市、保健所
政令市）及び特別区、③都道府県型保健所を設定し、全国を対象に悉皆的なアンケ
ート調査を実施した。送付先は、①都道府県 47か所、保健所設置市及び特別区 110
か所、都道府県型保健所 352か所である。①～③それぞれ別に質問票を作成し、依
頼文と質問票を郵送した。回答は郵送及びオンラインで収集した。 
【結果】2023年 11月 24日から 12月 20日までに 241件の回答があった（都道府県
34 件、保健所設置市及び特別区 63 件、都道府県型保健所 144 件）。感染症対応病
床、宿泊療養施設、在宅療養体制の確保には都道府県が大きく貢献していたが、保
健所設置市及び特別区のいくつかは自ら交渉に当たっていた。連携を行う上で現場
の最前線である保健所への増援や労務管理は都道府県、保健所設置市及び特別区共
に重要なポイントと考えられており、本庁から全期間にわたって支援が行われてい
た。保健所機能の維持・確保のために、本庁の総務部門の関与の重要性が指摘され
た。 
【結論】 
関係機関との連携の現場となる保健所で業務が過多になると実施すべき事業が停滞
してしまうことについて、今回の調査では、保健所を管轄する都道府県と保健所設
置市及び特別区それぞれの保健所支援の実態について比較することが出来た。過去
の健康危機管理事案で、関係部局がどのように関わってきたかということは、これ
までの事例の検証から明らかになっていることを踏まえ、各自治体の平時の危機管
理としては、各種の事案を想定した、保健所に対する支援も念頭に置いた訓練を繰
り返し行うことが重要なのではないかと考える。そのためには、特に日頃からの衛
生部門、総務部門、政策調整部門の相互の意識の共有が欠かせない。総合防災訓練
における衛生部局の関与、感染症対策訓練（海外発生期あるいは国内蔓延期）にお
ける総務部局や総合調整部局の参画などの機会を持つことにより、備えを確かなも
のにすることが望ましい。 
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研究分担者  
麻生 保子 和洋女子大学看護学部 
加藤 典子 大分県立看護科学大学 

看護学部 
片岡 穣 さいたま市保健所 
冨尾 淳 保健医療科学院 

健康危機管理研究部 
藤田 利枝 長崎県県央保健所 
町田 宗仁 国立保健医療科学院 

公衆衛生政策研究部 
松林 恵介 吹田市保健所 

研究協力者  
堀口 逸子 慶應義塾大学 
藤井 仁 目白大学看護学部 
松本 伸哉 島根大学医学部 
谷口 かおり 島根大学医学部 
 
 
 
 
 

 
 
A． 研究目的 
災害等の健康危機管理事案が発生した

際、中央官庁、都道府県、市町村の各レ
ベルで必要な対策が矢継ぎ早に企画・立
案される。それを迅速かつ的確に実施す
るため、保健所や医療機関等を含めた関
係者間の緊密かつ円滑な連携が求められ
る。 
新型コロナウイルス感染症への対応に

おいては、感染症法、新型インフルエン
ザ特措法等に基づき、検査体制の整備、
発熱外来等受診体制の整備、大規模な積
極的疫学調査、感染症対応が可能な医療
機関への広域入院調整、宿泊療養・在宅
療養への対応などの対策が行われてきた。
加えて、住民の生活と健康を守るために、
教育、労働、交通、産業、経済など過去
類を見ない広範な関係者が参加した対策
が同時に展開され、公衆衛生領域との調
和と協調を図りながら推進されてきた。 
これまで、「地域における健康危機管

理について～地域健康危機管理ガイドラ
イン～（平成 13 年 3 月）」や「地域保健
対策の推進に関する基本的な指針（令和
4 年 2 月改訂）」において、都道府県と保
健所を設置する市あるいは特別区、一般
の市町村、医師会、医療機関、福祉関係
団体等、健康危機管理時に多様な団体が
関係することは知られてきた。しかしな

がら、実際の連携の場では、「健康危機
に対応する事業を調整する際に設置する
組織とはどのようなものか」、「連携にあ
たって事前、事案発生後にまず決めてお
くべきことは何か」、「長期的な連携のた
めに必要なものは何か」といった、円滑
な連携のために実際に必要なノウハウが
共有されていない。  
本研究では、コロナ禍の中、全国で実

際に展開された公衆衛生関連の施策を中
心に、国、地方自治体（都道府県、市町
村、特別区等）間、あるいは同一組織内
の関係部局（危機管理部局と衛生部
局）・出先機関（保健所、保健センター）、
医師会、医療機関等、関係者間でとられ
た意思疎通・連携の実態調査を行い、上
述のような現場で求められるノウハウの
抽出を行う。さらに、今後発生が懸念さ
れる様々な健康危機管理事案の種別毎に
シミュレーションを行い、共通の留意点
や事案ごとの相違点等を整理する。これ
らの成果により、自治体の健康危機管理
担当者向けに、保健所による「健康危機
対処計画」の策定や、感染症法に基づき
都道府県が設置し、都道府県・保健所設
置市・特別区やその他の関係機関で構成
される「都道府県連携協議会」の運営に
寄与する資料及び研修に用いる教材を提
供するなど、多様な健康危機管理事案に
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おける組織間連携への備えに寄与するこ
とを目標とする。 
研究 4 では、研究 1 及び 2 の成果を基

礎として作成されたアンケート調査を、
全国の①都道府県、②保健所設置市（指
定都市、中核市、保健所政令市）及び特
別区、③都道府県型保健所に対して実施
し、健康危機管理事案発生時に発生する
連携の課題に対応するための平時の備え
について整理を行う。さらに、広く関係
者間で使用できる教材を作成する。 
 
B．研究方法 
調査対象として①都道府県、②保健所

設置市（指定都市、中核市、保健所政令
市）及び特別区、③都道府県型保健所を
設定し、全国を対象に悉皆的なアンケー
ト調査を実施した。送付先は、①都道府
県 47 か所、保健所設置市及び特別区
110 か所、都道府県型保健所 352 か所で
ある。①～③それぞれ別に質問票を作成
し、依頼文と質問票を郵送した。回答は
①②については郵送及びエクセル入力に
よるメール送信、③については郵送およ
びオンライン入力（フォームメーラー社
による）で収集した。 
 
倫理的配慮 
本研究は、島根大学医学研究倫理委員

会の審査・承認を得て実施した。（2023
年 11月 20日 KS20230821-2） 
 
C．研究結果 
 2023 年 11 月 24 日から 12 月 20 日ま
でに 241件の回答があった（都道府県 35
件うち参加34件、保健所設置市及び特別
区 61 件うち参加 55 件、都道府県型保健
所 148件うち参加 141件）。 
 
以下、類型別に整理する。 

【都道府県】 

 47 か所に対して調査票を送付した。返
信があった 35 件のうち 34 件から調査へ
の協力同意があった。 
〇新型インフルエンザ等対策行動計画、
以前の感染症予防計画について 

 新型コロナウイルス感染症対策におい
て、国からの指示とは別に自治体の「新
型インフルエンザ等対策行動計画」や旧
版の「感染症予防計画」を参照して何か
対策を検討していた自治体は 18（53%）
であった。また、現段階で新型インフル
エンザ等対策行動計画の見直しを実施し
ている、あるいは予定している自治体は
33（97%）であった。 
 
〇医療の確保について 
 新型コロナウイルス感染症患者の医療
を確保するため、ほとんどの自治体が、
従来から感染症法に基づいて確保してい
る病床の10倍以上に相当する病床を確保
していた（図１）。 
 最大の感染症病床数を確保した時期に
ついては、自治体によってまちまちで、
2022 年 2 月から 2023 年 5 月までの間に
点在していた。2022 年 9 月頃、2023 年
1 月頃が際立って多かった（図２）。 
 入院機能が厳重警戒～危険水準に達し
た時期については、2020 年から 2023 年
まで秋期を除いて満遍なくあり（図３）、
自治体によって数回～8 回経験していた
（図４）。 
 外来医療機関（発熱外来）の具体名の
公表を行っていた自治体は 33（97%）で
あった（1 か所は空白）。時期的には
2020年秋、2021 年秋が多かった。 
 入院医療、外来医療の確保にあたり重
要と思われた内部・外部の関係者を自由
記載で挙げてもらい、類型化したところ、
「医師会」、「個別の医療機関」、「医師会
以外の団体」など、診療体制を確立する
ために調整が必要と思われる主体が中心
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図１ 新たに確保した感染症対応病床と従来の感染症病床の関係

図２ 最大の感染症対応病床数を確保した時期
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となった。 
  
〇宿泊療養の確保について 
 新型コロナウイルス感染症患者の療養
場所を確保するために、ほとんどの自治
体が感染症法に基づいて確保している病
床の 100 倍以上の部屋を確保していた
（図５）。 
 最大の部屋数（収容人数）を確保した
時期については、2022 年 1～2 月頃に大
きな山があった（図６）。 
 宿泊療養先の確保にあたり重要と思わ
れた内部・外部の関係者を自由記載で挙
げてもらい、類型化したところ、種々の
サービスに携わる「業者」、医療サービ
スを提供する「関係団体（医療）」、「医
師会」、「個別の医療機関」が多かったほ
か、「住民」を挙げている自治体も多か
った。 
 業者との交渉内容について共起ネット
ワーク分析を行ったところ、「宿泊療養
施設の確保」、「スタッフの感染対策」、
「業者に対する風評被害への対応」とい
った項目を挙げることが出来た。 
  
〇在宅療養の確保について 
 在宅療養の確保にあたり重要と思われ
た内部・外部の関係者を自由記載で挙げ
てもらい、類型化したところ、在宅医療
を提供する「関係団体（医療）」、次いで
種々のサービスに携わる「業者」が多か
った。 
 在宅医療に関する調整内容について共
起ネットワーク分析を行ったところ「オ
ンライン診療や往診体制の確保」、「健康
観察と訪問看護」、「薬剤配送」といった
キーワードを抽出することが出来た。 
 
〇保健所体制・要員確保について 
 2020年 1月からアンケート調査時点ま
での間の本庁知事部局の組織改編（新組

織発足や統合等）の状況について自由記
載で尋ねた。「新課室の設置」はほとん
どの自治体、「対策本部の設置」は6割以
上の自治体で実施されていた。 
 一方で、地方機関（保健所・振興局等）
の組織改編は全回答が 4 件と非常に少な
かった。保健所に対する人員の増援につ
いても、回答件数が11件と少なかった。 
 保健所の業務効率を改善した支援につ
いて挙げてもらったところ、自由記載か
ら共起ネットワーク分析から、「IT によ
る入院情報の一元化」、「相談センターの
設置」、「外部委託（療養支援、検体搬送、
患者移送）」、「SMS サービスの導入」な
どが抽出された。 
 活用したアプリケーションやネットワ
ークサービス等について、回答してもら
ったところ、オンライン会議アプリ 97%、
SNS79%、業務改善アプリ 74%、チャッ
ト機能 56%と、多くの自治体で IT ソリ
ューションの導入が行われていた。 
 
〇保健所の労務管理について 
 2020年 1月からアンケート調査時点ま
での間に地方機関（保健所・振興局等）
に対して行った労務管理関連の対策につ
いて自由記載で尋ねた。 
種々の回答が見られ、多数見当たる項

目がなかったため、以下に列挙する。 
・保健所のコロナ対応以外の業務を延期 
・応援職員を配置 
・民間機関に外部委託 
・時差通勤の活用 
・振替休日、有給休暇の取得促進 
・交代勤務の導入 
・疫学調査項目の重点化（項目削減） 
 
〇今後の備えについて 
 新型コロナウイルス感染症対策が収束
した後の体制づくりについて、自由記載
で尋ねた。種々の回答が見られたものの
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61



多数見当たる項目がなかったため、以下
に集約して列挙する。 
 
① 組織 
・ 平時の組織体制への完全移行 
・ 初動・有事に備えた柔軟で機動的に

対応できる体制を検討中 
・ 感染症危機発生時の全庁的な応援体

制等を検討中 
・ 新興感染症発生・まん延に備え、

COVID-19 対応時の本部体制等を見
直し、新たな体制を構築 

・ 新型インフルエンザ等への位置づけ
がなされた段階から全庁的な危機管
理体制の枠組みへ段階的に移行 

 
② 人員 
・ 平時の体制への完全移行 
・ 初動・有事に備えた柔軟で機動的に

対応できる体制を検討中 
・ 感染症危機発生時の全庁的な応援体

制等を検討中有事の際の応援体制を
構築 

・ 保健所保健師の定数増を検討 
・ 感染症有事を想定した人員の確保 
・ 即応可能な IHEAT要員の確保 
・ 部内における感染症医療調整本部

（仮）体制の早期立ち上げを目的に、
年度当初に動員職員のリストを作成
することを検討 

 
③ 事業 
・ 保健所の機能強化 
・ 地方衛生研究所の機能強化 
・ 感染症情報センター機能の充実 
・ 常設の専門家会議の設置 
・ 感染症予防計画に基づく関係機関

（医療機関、消防等）との協定締結 
・ 医師会、専門家、病院等の県内関係

者間の情報共有等の即応体制構築 
・ 感染症対応人材の育成、確保 

・ 感染管理認定看護師の確保支援  
・ 高齢者施設・障害者施設向けの感染

対策研修 
・ 医療機関の感染対策に係る設備整備

支援 
・ 医療機関・公的機関における個人防

護具の備蓄促進 
・ 医療計画での感染症関連項目の充実 
・ 保健所における「健康危機対処計画

（感染症編）」の策定 
 
〇全庁体制について 
 今後の感染症対策への備えの中で取ら
れる全庁体制の中で、平時から有事に至
るまで衛生担当部局と共に重要な役割を
果たす部署はどこか、自由記載で尋ねた。 
共起ネットワーク分析を行ったところ、
以下の部署が挙げられた。 
・ 医療 
・ 福祉（高齢者、障害者、児童） 
・ 防災危機管理・消防 
・ 総務（人事） 
・ 政策企画 
・ 環境・生活衛生 
・ 観光 
・ 労働 

 
その部署を記入した理由について同様

に自由記載から共起ネットワーク分析で
抽出したところ、以下のような項目が挙
げられた 
・ 施設に対する感染症対応への支援

（平時、有事） 
・患者搬送 
・危機管理での連携（対策本部） 
・研修・訓練 
・住民への情報提供 
・学校での発生 
 
〇新型インフルエンザ等対策行動計画の
参照がもたらした効果 
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 国からの指示とは別に自治体で保有し
ていた「新型インフルエンザ等対策行動
計画」や旧版の「感染症予防計画」を参
照していた自治体と、そうでない自治体
の間で、感染症に対応できる病床の最大
数を確保完了した時期に差があったかど
うかを分析した。 
 各自治体の確保のスピード・経過では
なく、確保が完了した時期を比較してい
たためか、両者に差は認められなかった
（図７）。 
 同様に、「新型インフルエンザ等対策
行動計画」や旧版の「感染症予防計画」
を参照していた自治体と、そうでない自
治体の間で、外来医療機関の公表時期の
差があるかを検討してみたが、両者に差
は認められなかった（図８）。 
 次に、「新型インフルエンザ等対策行
動計画」や旧版の「感染症予防計画」を
参照していた自治体と、そうでない自治
体の間で、宿泊療養の収容可能数が最大
になった時期に差があるかを検討してみ
た。各自治体の宿泊療養先確保のスピー
ド・経過ではなく、確保が完了した時期
を比較していたためか、両者に差は認め
られなかった（図９）。 
最後に、各自治体が新型コロナ対策の

ために新たに設置した組織（本部、部局、
課室、ポスト）の総数が最大に達するま
での時間的経過について、「新型インフ
ルエンザ等対策行動計画」や旧版の「感
染症予防計画」を参照していた自治体と、
そうでない自治体の間での差について分
析を行った。 両者の間に差は認められ
なかった（図 10）。 

 
【保健所設置市及び特別区】 
 110 か所に対して調査票を送付した。
返信があった 61 件のうち 55 件から調査
への協力同意があった。 
〇新型インフルエンザ等対策行動計画、

以前の感染症予防計画について 
 新型コロナウイルス感染症対策におい
て、国からの指示とは別に貴自治体の
「新型インフルエンザ等対策行動計画」
や旧版の「感染症予防計画」を参照して
何か対策を検討していた自治体は 29
（53%）であった。また、現段階で新型
インフルエンザ等対策行動計画の見直し
を実施している、あるいは予定している
自治体は 38（69%）であった。 
 
〇医療の確保について 
 新型コロナウイルス感染症患者の医療
を確保については、通常、都道府県が主
体となって行われる。保健所設置自治体
のエリア内に存在する医療機関が比較的
多いためか、従来から感染症法に基づい
て指定されている病床の数倍～20 倍程度
に相当する病床が確保されていた（図
11）。 
入院機能が厳重警戒～危険水準に達し

た時期については、秋期を除いてほぼ全
期間に及び（図 12）、自治体によって数
回～8 回経験していた（図 13）。 
 医療体制確保にあたって都道府県、職
能団体等との連携における調整に当たり、
留意した点を自由記載で挙げてもらい、
共起ネットワーク分析によって抽出した
ところ、以下のようになった。 
 
（入院） 
・コロナ対策会議開催 
・対策本部設置 
・病床確保と医療機関の連携体制構築 
・都道府県との入院医療機関の情報共有 
・入院調整・広域の患者受入 
 
（外来） 
・外来診療体制・検査体制の確立 
・年末年始の医療確保 
・自宅療養の支援 
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図７ 最大感染症対応病床数の確保完了時期の違い（行動計画等参照との関係）

図８ 外来対応医療機関公表時期の違い（行動計画等参照との関係）
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図９ 最大収容人数確保完了時期の違い（行動計画参照との関係）

図１０ 本庁の組織改編実施進捗の違い（行動計画参照との関係）
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図１２ 厳重警戒～危険水準に達した時期
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・在宅療養センターの設置
・感染状況の共有

〇宿泊・在宅療養の確保について 
 宿泊施設の確保については、保健所設
置市及び特別区主導で行っていたケース
は稀で、ほとんどは都道府県において全
期間を通じて行われていた。 
一方で在宅療養者の支援については、

当該自治体だけで全期間担当していた例
は少なく（22%）、都道府県が担当ある
いは都道府県と業務を分けあっているケ 
ースが多かった。 
在宅療養の確保にあたり重要と思われ

た内部・外部の関係者を自由記載で挙げ
てもらい、類型化したところ、「医療機
関、医師会、医療団体が多かった。次い
で、種々のサービスに携わる「委託業者」
や「都道府県」などが挙げられていた。 
関係者との調整内容について共起ネッ

トワーク分析を行ったところ、「オンラ
イン診療や往診体制の確保」、「薬剤配
送」、「訪問看護・介護の確保」、「健康観
察・重症者の把握」、「入院調整」といっ
たキーワードを抽出することが出来た。

〇保健所体制・要員確保について 
2020 年 1 月からアンケート調査時点ま

での間の本庁部局の組織改編（新組織発
足や統合等）の状況について自由記載で
尋ねた。「対策本部の設置」の設置はほ
とんどの自治体で行われ、「感染症対策
課室」の設置も 4 割程度の自治体で実施
されていた。組織改編の時期としては
2020 年上半期が最も多かった。 
 保健所の組織改編は全期間を通じて行
われていたが、2020 年 4 月、2021 年 1
月、2021 年 4 月が際だって多かった（図
14）。組織改編の理由について、自由記
載の回答から共起ネットワーク分析を行 
ったところ、ワクチン接種対応が最大の

関連性を示し、そのほかに保健所の機能
強化や在宅療養体制の確保などが挙げら
れていた。 
 保健所の増援については、同自治体内
からの派遣が最も多かったほか、民間人
材派遣会社、業務委託、外部組織からの
人材派遣（IHEAT、大学等）、非常勤職
員雇用まで多様であった。増援の時期に
ついては、全期間に及んでいた。 
保健所の業務効率を改善した支援につ

いて挙げてもらったところ、自由記載か
ら共起ネットワーク分析から、「SMS サ
ービスの導入」、「職員の応援体制」「IT
化による情報集約（疫学調査、在宅療
養）」、「外部委託」、「人材派遣」、「執務
スペース確保」などが抽出された。
活用したアプリケーションやネットワ

ークサービス等について、回答してもら
ったところ、オンライン会議アプリ 84%、
業務改善アプリ 75%、SNS62%、チャッ
ト機能 27%と、多くの自治体で IT ソリ
ューションの導入が行われていた。

〇保健所の労務管理について 
2020年 1月からアンケート調査時点ま

での間に保健所に対して行った労務管理
関連の対策について自由記載で尋ねた。 
共起ネットワーク分析によって以下の項
目が抽出された。 
・積極的疫学調査の簡素化
・事務人員見直し、人材派遣、応援体制
・時差出勤・シフト交代勤務導入
・休暇取得の推進、定時退庁日の設定
・電話の外部委託
・DX推進
・通常業務の縮小

〇今後の備え 
新型コロナウイルス感染症対策が収束し
た後の体制づくりについて、自由記載で
尋ねた。共起ネットワーク分析によって
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以下の項目が抽出された。 
 
①組織 
・感染症健康危機に対応した保健所体制 
・BCP 見直し 
②人員 
・感染症対応の要員の人材育成 
・定員の配置 
・初動時の人員確保 
・業務継続のための人員確保 
 
③事業 
・医療機関を含めた研修・訓練 
・健康危機対処計画の策定 
・平時からの連携構築 
・施設への指導 
 
〇全庁体制について 
 今後の感染症対策への備えの中で取ら
れる全庁体制の中で、平時から有事に至
るまで衛生担当部局と共に重要な役割を
果たす部署はどこか、自由記載で尋ねた。 
共起ネットワーク分析を行ったところ、
以下の部署が挙げられた。 
・ 総務（人事・財政・経営） 
・ 防災危機管理・消防 
・ 福祉（高齢者、障害者、児童） 
・ 総合政策・広報 
・ 環境・生活衛生 
・ 学校・教育委員会 

 
その部署を記入した理由について同様

に自由記載から共起ネットワーク分析で
抽出したところ、以下のような項目が挙
げられた 
・患者搬送 
・人員と予算の確保 
・対策本部の設置 
・危機管理での連携・全体の業務調整 
・医療提供体制の整備 
・福祉施設への支援 

・情報発信 
 
〇新型インフルエンザ等対策行動計画の
参照がもたらした効果 
各自治体が新型コロナ対策のために本

庁に新たに設置した組織（本部、部局、
課室、ポスト）の総数が最大に達するま
での時間的経過について、「新型インフ
ルエンザ等対策行動計画」や旧版の「感
染症予防計画」を参照していた自治体と、
そうでない自治体の間での差について分
析を行った。両者の間に差は認められな
かった（図 15）。 
同様に、各自治体が新型コロナ対策の

ために保健所に新たに設置した組織（課
室、ポスト）の総数が最大に達するまで
の時間的経過について、「新型インフル
エンザ等対策行動計画」や旧版の「感染
症予防計画」を参照していた自治体と、
そうでない自治体の間での差について分
析を行った。両者の間に差は認められな
かった（図 16）。 
さらに、各自治体が新型コロナ対策の

ために行った増援（応援職員、非常勤職
員、業務委託、外部からの人材派遣等）
の総数が最大に達するまでの時間的経過
について、「新型インフルエンザ等対策
行動計画」や旧版の「感染症予防計画」
を参照していた自治体と、そうでない自
治体の間での差について分析を行った。
両者の間に差は認められなかった  
（図 17）。 
 
〇指定都市（12 カ所）とその他の自治体
（43 カ所）の差異 
管内の宿泊療養先の確保、在宅療養者

支援について、都道府県との関わりを尋
ねたところ、指定都市はその他の自治体
と比較して積極的な対策を取っていた
（表 1）（表２）。 
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図１５ 本庁の組織改編実施進捗の違い（行動計画参照との関係）

図１６ 保健所の組織改編実施進捗の違い（行動計画参照との関係）
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表 1 宿泊先の確保 

表 2 在宅療養の支援 

 

各自治体が新型コロナ対策のために本
庁に新たに設置した組織（本部、部局、
課室、ポスト）の総数が最大に達するま
での時間的経過について、指定都市とそ
の他の自治体の間での差について分析を
行った。両者の間に差は認められなかっ
た（図 18）。 
同様に、各自治体が新型コロナ対策の

ために保健所に新たに設置した組織（課
室、ポスト）の総数が最大に達するまで
の時間的経過について、指定都市とその
他の自治体の間での差について分析を行
ったところ、両者の間に差は認められな
かった（図 19）。 
さらに、各自治体が新型コロナ対策の

ために行った増援（応援職員、非常勤職
員、業務委託、外部からの人材派遣等）
の総数が最大に達するまでの時間的経過
について、指定都市とその他の自治体の
間での差について分析を行った。両者の
間に差は認められなかった（図 20）。 
 
【都道府県型保健所】 

352 か所に対して調査票を送付した。
返信があった 148 件のうち 141 件から調
査への協力同意があった。 
 
〇新型インフルエンザ等対策行動計画、
以前の感染症予防計画について 
 2023～2024 年にかけ、各自治体で感
染症法に基づく予防計画、地域保健対策

の推進に関する基本的な指針に基づく健
康危機対処計画の策定が並行して進めら
れており、その準備や手続きはまちまち
であり、特段の傾向はみられなかった。 
 
〇医療の確保について 
 保健所管内で危険水準に達するような
事態は 2023 年 1 月までに断続的に発生
しており、それ以後はほとんど無かった
（図 21）。入院機能が厳重警戒～危険水
準に達していたのは概ね1～5回、最も多
い保健所では 11 回に及んだ（図 22）。 
医療体制の確保にあたって、本庁や職

能団体との調整で留意した点について自
由記載で尋ねた。入院、外来それぞれに
ついて共起ネットワーク分析を行ったと
ころ、以下のように抽出できた。 
 
（入院） 
・ 病床確保 
・ 管内での本庁、保健所、医療機関を

交えた入院調整 
・ 定期的な会議開催、情報共有 
・ 所長のフットワーク 
・ 患者搬送 
・ 丁寧な説明 
・ クラスター発生 
 
（外来） 
・ 協力医療機関の確保 
・ 検査体制の確保 
・ 管内での入院調整 
・ 定期的な会議開催、情報共有 
・ 訪問看護 
・ 丁寧な説明 
 
〇保健所体制・要員確保について 
 79％の保健所では組織の改編はなかっ
たが、それ以外の保健所では散発的に組
織改編が行われていた。コロナ対応によ
る業務の逼迫をきっかけとした改編であ

  政令指定都市 その他 

都道府県が全期間を通じて担当 7 40 

その他 5 2 

回答無し  0 1 

 

  政令指定都市 その他 

全期間を通じて当自治体が担当 4 8 

都道府県が全期間を通じて担当 1 4 

最初は当自治体で実施、後に都道府県に移管 0  5 

都道府県と担当分け 7 26 
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図１７ 保健所への増援の進捗の違い（行動計画参照との関係）

図１８ 本庁の組織改編実施進捗の違い（指定都市とそれ以外）
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図１９ 保健所の組織改編実施進捗の違い（指定都市とそれ以外）

図２０ 保健所に対する増援の進捗の違い（指定都市とそれ以外）
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ったが、具体的にどのような事を行った
のか自由記載から共起ネットワーク分析
を行ったところ、以下のような項目が抽
出された。 
 
・感染対策チーム 
・疫学調査 
・医療管理 
・検体搬送 
・電話相談対応 
・患者情報登録の一元化 
 
 保健所に対する増援について尋ねたと
ころ、96％の保健所が増援を受け入れて
いた。増援の回数は 1回から 10回までま
ちまちであり、平均は 4.3 回であった。 
 ほぼ全期間を通じて増援が行われてい
たが、ピークは 2022年1月であった（図
23）。 
 具体的な増援の方法は以下の通り多彩
であった。 
・ 事務職員（正職員） 
・ 会計年度任用職員 
・ 臨時職員 
・ 民間派遣会社からの派遣 
・ 看護協会、大学からの看護師派遣 
・ 地域振興局内の応援 
・ 管内市町村からの応援 
・ OB/OG の応援 
・ 業務委託（患者搬送、健康観察、検

体検査、電話相談） 
・ 外部の療養支援センター 
 
保健所の業務の効率化について、有効

だったものを自由記載で挙げてもらった
ところ、共起ネットワーク分析で次のよ
うなものが抽出された。 

 
・積極的疫学調査の効率化（電子申請シ
ステム、療養証明の簡素化、HER-SYS） 

・事務スペースの確保 

・応援職員、会計年度職員 
・電話回線、PC、携帯電話の増設 
・業務委託 
・マニュアル作成 

2020年 1月からアンケート調査時点ま
での保健所の労務管理対策について、ど
のようなことを実施したか自由記載で挙
げてもらったところ、共起ネットワーク
分析で次のようなものが抽出された。 

 
・交替制勤務、時差出勤、休日当番制 
・休暇取得の徹底 
・通常業務の縮小 
・積極的疫学調査の重点化 
・応援職員の派遣（IHEAT など） 
 
〇今後の備えについて 
 新型コロナウイルス感染症等への対策
として、今後新たに対応予定のものにつ
いて自由記載で挙げてもらったところ、
共起ネットワーク分析で次のようなもの
が抽出された。 
 組織面では、「保健所に感染症対策協
議会設置（医療、消防の参加）」、「感染
症対応マネジメント体制構築」、人員面
では「人材育成」、「派遣職員や臨時職員
確保」、「事務職の増員（要望）」、事業面
では「健康危機管理に係る訓練、研修の
実施」、「健康危機管理対処計画の策定」、
「福祉施設の感染対策」、「BCP 策定（有
事に優先する業務の見直し）」といった
項目である。 
最後に、健康危機対処計画（感染症）

策定に向け、管内の市町村との連携（役
割分担）について何が重要か、いくつか
の項目について該当するものを挙げても
らったところ、表 3 のような回答が得ら
れた。 
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表 3 市町村との連携で重要な項目 

 
D.考察 
今回のアンケート調査は、新型コロナ

ウイルス感染症対策に携わる各自治体の
担当職員の多くが異動していく中で、当
時の記憶をもとに回答できる最後の機会
ととらえ、全国悉皆的に調査票を配布し
た。また、なるべく記入側の回答内容が
制限されないよう、自由記載の部分を多
くする配慮をしている。 
反面、構造化されたアンケートのよう

な統計学的な解析を行うのに適したフォ
ーマットにはなっておらず、回答内容を
手作業によって類型化した上で集計した
り、テキストをもとに共起ネットワーク
分析を行ったりせざるを得なかったとい
うことをあらかじめ示しておく。 
新型コロナウイルス感染症パンデミッ

クでは、住民に対する医療の確保という
課題に対し、全ての自治体が初期から取
り組んだ。新型インフルエンザ特措法に
基づく指示が政府から矢継ぎ早に示され
る中で、都道府県（あるいは保健所設置
市及び特別区）本庁と地方機関（保健所
等）は医療機関の確保、宿泊療養先の確
保、クラスター対応、検体検査、積極的
疫学調査、患者の登録・管理、福祉施設
の指導等に忙殺され、あまりの業務量の
多さに労務管理上も非常に厳しい状況に
陥った。地域が置かれた状況はまちまち
であったが、円滑に全パンデミック期間
を乗り切った自治体は皆無であろう。こ
こでは、多忙の中で生じた業務の滞りが
結果的に連携や支援の不備と捉えられた
のではないかという仮設を基に、健康危

機管理事案発生時にそれを極力避けるた
めに、平時にどのような備えが必要か、
そのヒントを得ることを念頭に、以下考
察していく。 

 
【都道府県】 
 調査への協力を同意していただいた自
治体数が34件（71%）にも及び、担当者
の関心が高かったことがうかがえる。 
 そのような中で、それぞれの自治体は
感染症法によって従来から定められてい
た感染症対応に資する病床の10倍以上に
相当する入院可能な病床を確保した。
度々危険水準に達する状況に直面しなが
らも、医師会や感染症に対応する医療機
関との協働により、それをしのいできた。 
 宿泊療養や在宅療養体制については、
医療関係団体や個別の医療機関に加え、
これまで経験したことがなかった旅館業、
運送業、人材派遣、コールセンター等の
業種・団体と折衝を重ね、多くの自治体
は前述の従来から定められていた感染症
対応に資する病床の 100 倍以上の宿泊療
養キャパシティと在宅療養の支援体制を
構築した。 
 大規模な健康危機管理に対応するため
の組織の見直しは回答があった自治体の
大半で行われていたが、地方機関の組織
については大きな見直しはほとんどなく、
人的・物的な増援が主であった。業務効
率化を図るためのアプリケーションやネ
ットワークサービス等の ITシステム導入
と業務のアウトソーシング（委託、外部
組織への移管）は多くの自治体で実施さ
れていた。長期にわたる健康危機管理事
案用の業務継続計画（BCP）では、あら
かじめこうした点も考慮する必要がある
と思われた。 
 また、疲弊している保健所の職員の労
務管理対策について数多く具体例が示さ
れたところであるが、やはりその時に最

選択肢 回答保健所数 
（割合） 

保健所、市町村、郡市医師会を交えた連絡会議 121 （86%） 
市町村を主体とした在宅療養体制基盤の確保（物品の配布、回収を含む） 97 （69%） 
発災時の市町村からの応援職員・連絡要員の派遣 90 （64%） 
ICT ネットワーク 76 （54%） 
合同訓練（図上訓練を含む） 69 （49%） 
保健所から市町村に対する専門家派遣（消毒、ワクチン、感染防御等） 14 （10%） 
その他 14 （10%） 
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も必要とされる業務の選別と、職員の疲
弊への備えを選択肢として数多く準備す
ることの重要性が理解される必要がある。 
 今後の備えとして挙げられた項目（組
織、人員）から読み取れる内容としては
「適切な本部体制」、「全庁的で、初期段
階からの状況に応じた柔軟かつ十分な増
援体制づくり」が浮かび上がってくる。
今後予定されている事業としては、「保
健所や地方衛生研究所（感染症情報セン
ター）の機能強化」、「平時からの関係機
関の連携（専門家会議、関係機関間の即
応体制の調整）」、「人材育成（専門職、
施設職員）」、「設備・機材の整備（感染
症医療機関や個人防護具）」、「対処方針
の整理（感染症予防計画、健康危機対処
計画）」などがあった。厚生科学審議会
感染症部会、地域保健健康増進栄養部会
でも同様な議論がなされていることは興
味深い（令和 6年 3月）。 
 健康危機管理事案に対応する「全庁体
制」における保健福祉部局以外の連携先
として、組織や事業予算を司る総務部門、
総合調整を行う政策企画や危機管理部門
が挙げられていた。これらは対策本部と
しての連絡調整・事務局役のみならず実
効性のある対策を迅速に行うために必須
のカウンターパートであり、あらかじめ
その重要性を広く周知しておく必要があ
ると考える。 
 最後に、既定の「新型インフルエンザ
等対策行動計画」を参照することによる
効果について、今回の調査では行動計画
を参照して対策を行った自治体と参照し
なかった自治体の間の病床の確保完了、
外来医療機関の公表、宿泊療養先の確保
完了の時期について比較を行い、明確な
差が認められなかったという結果となっ
た。これは行動計画の参照が迅速な対応
に効果がなかったと解釈すべきではなく、
国から矢継ぎ早に来る対策への対応にそ

れぞれの自治体で最大限取り組んだ結果、
全体的に差が発生しなかったと考えるべ
きであろう。 
  
【保健所設置市及び特別区】 
調査への協力を同意していただいた自

治体数が55件（50%）であり、都道府県
に比べると、あまり関心を得られなかっ
たこと、また、調査時期は感染症対応中
であり多忙だったことが、考えられる。 
 「新型インフルエンザ等対策行動計画」
等を参照して対策を検討した自治体の割
合は、都道府県と同様（53％）であった。
調査時点での計画の見直しの実施ないし
予定は、都道府県（97％）よりも低かっ
た（69％）ことは、現場でまだ新型コロ
ナウイルス対応が収束していない段階で
あったことが推察される。 
 新型コロナウイルス感染者対応病床の
確保について、数倍から20倍までの開き
があったことは、自治体の規模が保健所
設置市の間で多様であることを反映して
いる。入院機能が厳重警戒～危険水準に
達した時期は、都道府県と概ね一致する。 
 医療体制確保に当たっての他組織との
連携について、関係者を巻き込んでの対
応という点では、都道府県、都道府県型
保健所とも大きな違いはなかった。 
 在宅療養確保については、保健所設置
市単独で担当したのは 2 割程度であり、
広域で対応していたことが窺える。 
 保健所体制・要員確保は、2020年 4月
に増援されたピークが来ており、都道府
県型保健所（2022年 1月）よりも早期に
手当てが為されており、組織改編は最初
の緊急事態宣言が発令された直後の 2020
年 4 月に行われていた。これは、保健所
組織と、人事管理を行う総務部門が、県
型保健所よりも一般論として物理的に近
い関係にあったことが、関係するのかも
しれない。 
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 活用したアプリケーションやネットワ
ークサービスについては、都道府県本庁
よりは活用の割合が全般的に低かった。
これは、自治体の規模により、導入に対
するニーズが異なった可能性がある。 
 「全庁体制」（保健所内ではなく自治
体全組織体制）を取るにあたり重要と挙
げた部署として、総務、防災、福祉、広
報、教育委員会などが挙げられた。これ
を見るだけでも、今回の一連の新型コロ
ナウイルス感染症への対応は、保健所だ
けでは対応できなかったことは明らかで
ある。重要な理由としては、やはり応援
人員が来ないこと、活動方針が決まらな
いことには保健所の業務が回らず、その
ため、人員と予算の確保が挙げられてい
ると思われた。 
 「新型インフルエンザ等対策行動計画」
の参照の有無で、組織改編した時期があ
まり変わらない、むしろ、参照していな
い自治体のほうが改変した時期が、早期
に組織改変の傾向であれば、「新型イン
フルエンザ等対策行動計画」が実践に役
に立っていない、参照してもしなくても、
結果が変わらないことになってしまう。
改変後の感染症対応組織数が最大になっ
た増えた時期、増援の最大時期について
も、「新型インフルエンザ等対策行動計
画」の参照状況に関係がないのは、やは
り、存在することで有事に役立つ「新型
インフルエンザ等対策行動計画」が必要
である。 
 保健所設置市のうち、指定都市とそれ
以外の市の比較については、宿泊療養先
の確保や在宅療養の支援について、指定
都市のほうが担当した割合が高いのは、
自治体の規模が大きいことに拠るのであ
ろう。組織改編や増援時期の傾向につい
ては、両者とも大きな差はなかったのは、
都道府県庁と出先機関である保健所との
関係とは異なり、連携を要する総務部門

をはじめとする部署と、同じ組織内にあ
ることは共通しているからであろう。 
 
【都道府県型保健所】 
 調査への協力を同意していただいた都
道府県型保健所数は 141 件（40%）であ
った。回答が少なかった理由については
定かではないが、12 月は新型コロナウイ
ルスのみならず季節性のインフルエンザ
が流行していた時期でもあり、多くの保
健所の通常業務が多忙だったせいかもし
れない。 
 健康危機対処計画など新たな対策の策
定は本庁主導で行われるためか、独自の
予定を立てている保健所はほとんど見ら
れなかった。 
 管内の入院機能が厳重警戒～危険水準
に達した回数については、保健所設置市
及び特別区と比較して少なかったが、こ
れは人口規模による影響と思われる。危
険水準に達する状況は、都道府県や保健
所設置市及び特別区と同様、2023年 1月
を過ぎてからはほとんど見られなかった。 
 保健所として医療確保に関する調整を
行う際に留意した点として、入院医療機
関確保の交渉における「保健所長のフッ
トワーク」、外来協力医療機関確保の交
渉における「丁寧な説明」が特徴的だっ
た。地域医療の最前線で日頃から顔が見
える関係づくりを試みている都道府県型
保健所ならではの回答であるが、交渉が
容易でなかったことを物語っているもの
と思われた。 
 都道府県型保健所では業務がひっ迫す
る中であっても自ら要員を確保できるわ
けではなく、「積極的疫学調査」、「検体
搬送」、「患者情報登録」、「電話相談対応」
などの業務の支援を目的として、ほぼ全
期間において本庁から多彩な手段で増援
が行われていた。これらの業務が保健所
にとって大変な負荷となったという事実
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をもとに、次の大規模感染症危機管理に
備えなければならない。また、他の健康
危機案件についても、保健所の機能の停
滞が現場での対応に悪影響を及ぼすとい
う点を重視する必要がある。保健所に発
生する業務上のクリティカルポイントを
早期に特定して、効果的な増援を行う方
針をあらかじめ計画に書き込むべきであ
る。 
 保健所が自ら行うことが出来る労務管
理の手段についても情報が得られた。勤
務管理（交代制勤務、時差出勤、休日当
番）、保健所としての通常業務の縮小は
BCP に明確に記しておくべきであるし、
職員の安全を守るために危機管理時にお
ける法定業務ですらも重点化したという
事実は注目に値する。上位の新型インフ
ルエンザ等対策行動計画においても、業
務の遂行に関して現場での裁量を一定程
度保証できるような配慮が必要ではない
か。 
 今後の管内の市町村との連携について
の設問で重要ととらえられた項目につい
て、郡市医師会を交えた連絡会議
（86％）、在宅療養体制基盤の確保
（69%）、発災時の応援・連絡職員の派
遣（64%）などが多数挙げられており、
地域包括ケア体制の整備が進められる中
で発生した今回の感染症危機管理が、関
係者間の連携を強める一助になった可能
性も考えられた。 
 
【まとめ】 
 2020－2023年にかけての新型コロナ
ウイルス感染症パンデミックでは、新型
インフルエンザ特措法に基づく大規模な
医療確保（入院、施設、在宅）が、全て
の自治体において展開された。患者の医
療・療養体勢を整えるための関係機関
（カウンターパート）との調整項目と課
題は、実践を通じてほぼ洗い出され、感

染症予防計画や健康危機対処計画の改定
には当時の教訓が反映されていくものと
思われる。 
一方で、今回のアンケート調査では、

あらかじめ策定した新型インフルエンザ
等対策行動計画の通りには事案は経過せ
ず、結果的に対策のスピードを向上させ
るわけではないことや、関係機関との連
携の現場となる保健所で業務が過多にな
ると実施すべき事業が停滞してしまうこ
とが明らかにされた。また、保健所を管
轄する都道府県と保健所設置市及び特別
区それぞれの保健所支援の実態について
も相当の差異があることが判明した。 
 保健所に対する人員の増援について
は、内外からの応援、臨時職員の雇用、
民間派遣会社、外部委託など、都道府県
と保健所設置市及び特別区のいずれにお
いても実施された項目に大きな差は無か
った。 
 保健所の労務管理についても同様で、
勤務時間の短縮、休暇取得の促進、業務
の効率化、通常業務の縮小、など同じよ
うな項目が取り組まれていた。 
組織については、全国的に都道府県型

保健所の組織改編が少なかったのに対
し、保健所設置市及び特別区が所管する
保健所での組織改編は継続して行われて
いた。これは、保健所設置市及び特別区
では基礎自治体としてワクチン接種業務
を自ら行う必要があること、在宅療養体
制の確保にあたって、本庁に代わって保
健所が総合調整を任されることが多かっ
たことが理由と思われる。 
 都道府県であれ保健所設置市及び特別
区であれ、それぞれ置かれた状況も組織
構造も異なる。各自治体は予防計画、健
康危機対処計画の改定にあたり、有事の
際の組織改編を見越して、自らの組織の
特徴に対応した形に適応させていくこと
が必要である。 
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 今後の健康危機管理に対する備えに関
する質問では、都道府県、保健所設置市
及び特別区ともに、本庁・保健所ともに
平時の体制を見直すと共に、有事の際の
全庁体制への速やかな移行を可能とする
組織の運用にも踏み込んでいた。人員
増、感染症対応人材の育成、有事のサー
ジキャパシティの確保、への取組みも進
められようとしている。また、医療計
画、感染症予防計画の見直し作業の中で
既に取り組まれていることではあるが、
関係機関（医療機関、消防機関等）との
協定の締結やリスクが高い福祉施設等へ
の計画的な研修なども平時の必要な事業
として推進されつつある。 
 最後に、平時から有事に至るまで衛生
担当部局と共に重要な役割を果たす部署
との協働について触れておきたい。前述
のように、自治体によっては部局組織の
構成や所管する事業が異なる。例えば、
保健と福祉が別部局であったり、危機管
理部門が保健部門とは異なる指揮系統と
なっていたりと、都道府県であれ保健所
設置市及び特別区であれ、組織の構成・
事務所掌はまちまちである。そうした中
で、有事の際に自らが置かれた固有の環
境を踏まえた上で、国から示された対
策、予防計画等であらかじめ決めておい
た対策を滞りなく実施するには、総務部
局（予算、組織・定員等）、総合調整部
局（危機管理、防災、総合政策等）を含
めた庁内関係部局間の連携が平時・有事
共に円滑に行われなければならない。平
時から、予防計画策定、関係者間の連携
協定、事態に備えた訓練の実施等を通し
て、庁内関係機関も当事者であることの
確認作業を怠らないことが備えとして必
要と考える。 
 本調査をとりまとめている最中（2024
年 1 月 1 日）に能登半島地震が発生し
た。3 月末時点でも未だに多くの被災者

が避難生活を余儀なくされ、現地の公衆
衛生、地域包括ケアが危機に瀕してい
る。地震や水害などの自然災害に起因す
る健康危機管理では、当初から総合調整
部局が中心となって庁内の役割分担と業
務の進捗管理を行うことが出来、必要に
応じて自治体主導で災害救助法の適用を
待たず迅速に行われる。一方で、大規模
感染症や全国規模の食品汚染などでは一
義的には担当が衛生部局となり、厚生労
働省等からの調整を経なければ対応が出
来ないというようなケースもあり、実際
の対応の流れは明らかに異なってくる。
しかし、いずれの場合も最終的に関わる
庁内関係部局に大きな違いは無いのであ
る。 
 どのようなタイプの健康危機管理であ
れ、関係部局がどのように関わってきた
かということは、これまでの事例の検証
から明らかであるから、平時の危機管理
としては、種々のタイプの事案を想定し
た訓練を繰り返し行うことが重要なので
はないかと考える。そのためには、特に
日頃からの衛生部門、総務部門、政策調
整部門の相互の意識の共有が欠かせな
い。総合防災訓練における衛生部局の関
与、感染症対策訓練（海外発生期あるい
は国内蔓延期）における総務部局や総合
調整部局の参画などの機会を持つことに
より、備えを確かなものにしていくこと
が望ましい。 
 
E.結論 
 関係機関との連携の現場となる保健所
で業務が過多になると実施すべき事業が
停滞してしまうことについて、今回の調
査では、保健所を管轄する都道府県と保
健所設置市及び特別区それぞれの保健所
支援の実態について比較することが出来
た。各自治体の平時の危機管理としては、
各種の事案を想定した、保健所に対する
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支援も念頭に置いた訓練を繰り返し行う
ことが重要なのではないかと考える。そ
のためには、特に日頃からの衛生部門、
総務部門、政策調整部門の相互の意識の
共有が欠かせない。過去の健康危機管理
事案で、関係部局がどのように関わって
きたかということは、これまでの事例の
検証から明らかになっていることを踏ま
え、様々な設定で毎年実施される総合防
災訓練における衛生部局の関与、感染症
対策訓練（海外発生期あるいは国内蔓延
期）における総務部局や総合調整部局の
参画などの機会を持つことにより、今後
の備えを確かなものにしていくことが望
ましい。 
 
F.引用文献 
・ 新型コロナウイルス感染症対応にお

ける事例集（厚生労働省健康局健康
課）令和５年６月 

・ 保健所における健康危機 対処計画
（感染症編）策定ガイドライン（厚
生労働省健康局健康課）令和５年６
月 

・ 都道府県、保健所設置市及び特別区
における予防計画作成のための手引
き（令和４年度厚生労働行政推進調
査事業費補助金（特別研究事業）「公
衆衛生体制の見直しと新たな体制構
築のための政策研究」）令和 5 年 5 月 

・ 厚生科学審議会（地域保険健康増進
栄養部会）資料 令和 6年 3 月 
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令和 6 年 3 月 6 日 
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                              機関名 国立大学法人島根大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
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   次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  健康安全・危機管理対策総合研究事業                        

２．研究課題名  健康危機における都道府県内の自治体・関係部局・関係機関との連携構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名） 医学部環境保健医学講座・教授                     

    （氏名・フリガナ） 名越 究 ・ナゴシ キワム                     

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 島根大学医学部 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □ 
 

□ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □ 

 
□ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □ 

 
□ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
















